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糖尿病家族歴は2型糖尿病患者においてインスリン分泌能低下と関連する

富山大学保健管理センター杉谷支所岩田 実

Association between family history of diabetes and insulin secretion in the patient with type 2 diabetes. 

Minoru Iwata 

要旨

糖尿病家族歴が2型糖尿病 (T2D)発症のリスクとなる事はよ く知られている。 しかし糖尿病家族歴が

T2D発症後のインスリン分泌能にどのように影響を与えるについては、あまり検討はされていない。今回、

糖尿病家族歴の情報とインスリン分泌能を含めた T2Dの臨床像との関連性について富山大学附属病院第

ー内科もしくは、その関連施設に通院中の T2D患者 999名において検討した。尚、糖尿病 (DM)家族歴

の情報については、スコア化し、Familyhistory score (FHS)と命名した。FHSは、〇；両親共に DM無し、 1;

いずれか一方に DM有り ，2;両親共に DM有りと定義し、主に、糖尿病診断時年齢 (AOD)やインスリン

分泌の指標である空腹時血中 Cペプチド (F-CPR),CPR index、SUITとの関連性を解析した。重回帰分

析の結果より、 FHSは、 AODや F-CPR,CPR-index, SUITと有意に負の相関を示した。上記の結果より、

両親の糖尿病罹患者数が多いと、糖尿病診断時年齢が若年化し、糖尿病発症後のインスリン分泌能が低下

する事が明らかになった。糖尿病家族歴の情報は、既報通り、糖尿病発症の予測に役立つだけでなく、糖尿

病発症後のインスリン分泌能と関連し、将来のインスリン治療の必要性を予測できる可能性が示唆された。

【はじめに】

血縁者に糖尿病患者が居る場合（糖尿病 (DM)

家族歴有り）には、糖尿病 (DM)になりやすい

事は古くから知られており、その為、 2型糖尿病

(T2D)の成因として環境因子（生活習慣）以外に、

遺伝素因も重要である事が報告されている！）。実

際に、糖尿病患者に問診を行い、調査した結果

では、約 15~ 25%の患者において血縁者に DM

患者が居る事が報告されており、以上の事から、

DM家族歴は、 DM発症の重要な危険因子（リス

クファクター）である事は知られている匹又、

更に DM家族歴の情報について更に詳しく解析

した所、両親に全く DMを認めなかった集団に

比べて、両親の内、片方の親に DMを認める集

団では、 DM発症リスクが約 2-3倍に、両親共に

DMを認める集団では、 DM発症のリスクが約 5

倍に増加する事が報告されている 2)。このように

DM家族歴の情報が、糖尿病発症予測の重要な情

報である事は良く知られているものの、 DM発症

後の経過にどのように影響を与えるかについて

は、あまり知られていない。そこで、今回、DM

家族歴の情報と糖尿病診断時年齢とインスリン分

泌能を含めた T2Dの臨床像との関連性について

横断的に検討した。

【対象と方法】

対象；

当科及び関連病院へ通院中で「2型糖尿病の原

因遺伝子探索」 3)4)の研究参加者 T2D999名（平

均年齢 64.8歳、男性比率 61.6%、平均罹病期間

13.5年、平均 BMI24.5、平均 HbAlc7.5%)。

方法；

上記対象患者に対して、第一度及び第二度近親

者のDM家族歴を詳細に聴取し、その情報を元に、
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図 1 研究対象者における第二度近親者以内（子、孫を除く）の糖尿病家族歴の有無について (n=999)

3.4% 
w群；両親共に DM+;

I群

45.5% 

III群；両親（父親又は母親）

のどちらか一方に DM+

II群；両親以外の第二度近親

者以内（同胞もしくは祖父母）

にDM+

I群；第二度近親者以内に

DM-

図2 糖尿病家族歴による、臨床背景の相違について

糖尿病家族ク歴ルーのフ情報による I群 II群 田群 w群
ANOVA 
(P value) 

人数 455 173 337 34 

診断時年齢（歳） 53.3士11.4 53.6士12.3 48.0土11.3 47.5士12.3 l.lxIO―10 

F-CPR 1.79士0.91 1.57土0.93 1.59士0.82 1.29士0.62 <0.001 

CPR-index 1.38土0.74 1.22士0.86 1.17土0.63 1.04士0.56 <0.001 

SUlT 43.7士34.6 40.5土58.1 34.6士22.2 36.9士37.5 <0.05 

Data are means土 SD.

まず対象者を四群に分類した。血縁者に DMを

認めない集団を I群、両親以外の第二度近親者以

内に DMを認める集団を II群、両親の内、片方

の親のみ DMを認める集団を III群、両親に DM

を認める集団を W群とした。又、両親における

DM患者数 (0,1,2)をスコア化して FHS(.Eamily

_history旦core)と命名した。つまり、 FHSは O;

両親共に DM無し、 1;いずれか一方に DM有り，

2; 両親共に DM有りと定義した。上記の四群及

び、 FHSと糖尿病診断時年齢 (AOD)、インス

リン分泌能の指標である空腹時血中 Cペプチド

(F-CPR), CPR index5l、SUIT5)との関連性につ

いて、単回帰分析並びに交絡因子で調整した重同

帰分析にて解析した。尚、単相関解析で、 AOD

又は、 F-CPRと有意な相関を認めた因子を、そ

れぞれの重回帰分析の際に、交絡因子として選択

した。統計ソフトは JMPll.Oを用いた。

尚、 CPRindex及び、 SUITについては以下の

数式から算出した。

CPR index5l=l00 x F-CPR/空腹時血糖 (FPG)

SUIT5l =1500 x F・CPR /(FPG-61.7) 

【結果】

第二度近親者以内の DM家族歴は、研究対象

者全体の 54.4%(543名）に認めた。その内、 IV群

である両親に DM+が 3.8%,III群である片方の親

のみ DM+が 34.5%、残りの 17.3%は両親以外の

第二度近親者以内に DM+(II群）であった（図

1)。四群間で比較すると、 IV群において、 AOD

が最も若く、インスリン分泌能の指標が全て低値

であった（図 2)。次に交絡因子で調整した重回帰

分析により FHSとAOD又は、インスリン分泌
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図3-a FHSと糖尿病診断時年齢

~ 

糖尿病診断時 I::-4.453 
年齢

SE 

0.644 

p
 8.6 X 10-12 

性及び最大既往BMIで調整による重回帰分析

図3-b FHSとインスリン分泌指標の関連性

~ SE p 

F-CPR -0.136 0.047 4.2 X 10-3 

CPR-index -0.121 0.040 2.8 X lQ-3 

SUIT -5.43 2.32 0.019 

年齢、性、 BMI、罹病期間、経口血糖降下薬の内服の有無、空腹時血糖、血清クレ

アチニン値、糖尿病腎症の有無、糖尿病網膜症の有無

能指標との関連について検討した。FHSは、性、

最大既往 BMIを交絡因子として調整した重回帰

分析の結果より、 AODと有意に負に相関した（図

3-a)。又、 FHSは、年齢、性、 BMI、罹病期間、

経口血糖降下薬の内服の有無、空腹時血糖、血清

クレアチニン値、糖尿病腎症の有無、糖尿病網膜

症の有無を交絡因子として調整した重回帰分析の

結果より、 F-CPR,CPR-index, SUIT全てと有意

に負に相関した（図 3-b)。

【結語］

両親の糖尿病罹患者数が多いと、糖尿病診断時

年齢が若年化し、糖尿病発症後のインスリン分泌

能を低下させる事が明らかになった。糖尿病家族

歴の情報は、既報通り、糖尿病発症の予測に役立

つだけでなく、糖尿病発症後のインスリン分泌能

と関連し、将来のインスリン治療の必要性を予測

できる可能性が示唆された。
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発達障害のある大学生の支援
～修学支援から就職後の支援まで～

西村優紀美

Support for university students with developmental disorders 

-From university work support to post-graduation support. 

Yukimi Nishimura 

I. 障害学生支援の現状

平成 28年4月、「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施

行され，大学。短期大学・高等専門学校（以下、「大

学等」）においても、「障害を理由とする不当な差

別的取り扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」が

求められることとなった。独立行政法人日本学生

支援機構（以下、機構）は、ここ 10年間の高等教

育機関に在籍する障害学生数の推移を公開した。
※平成"鐸虞'"''年度）大学．頌問大字及び裏専専門学校における
戴害のある学生の修学支11,二闘する実鴫鯛董9日本学生支11懺讚9より

9人， 一 そ呪の鴫●

... . 戌 ●暉 中威 ●諏 中虞 ●威 中成 ●成，＊威 ... 

"仔喧 "年震"年層'"仔賓,,.層: ,,. 層 ''""'"仔屠,..  層 "汗震

図 1: 高等教育機関に在籍する障害学生数の推移

平成 28年度から「精神障害」の項目を追加し、

「病弱・虚弱」の概念を明確化したことにより、

障害種別の割合は大きく変化したが、学生数は全

障害種にわたり増加している。

平成 29年4月に機構が公開した「平成 29年

(2017年度）大学等における障害のある学生の修

学支援に関する実態調査分析報告」によると、発

達障害（診断書有）の人数は、 4,150人で、この

うち支援障害学生は 3,023人であった。また、機

構では発達障害学生の支援状況に関しては、診断

書のある発達障害学生に加え、診断書はないもの

の発達障害があることが推察され教育上の配慮を

している者に関しても、「発達障害（診断無・配

慮有）」として調査している。その数は 3,046人で、

診断書がある発達障害学生の支援障害学生と合わ

せると 6,069人となっている。

富山大学では、平成 29年 10月現在の支援学生

数は、 ASD(自閉症スペクトラム障害）が60%、

ADHD (注意欠如・多動性障害）が 33%、複数

の障害特性を併せ持つ学生は 7%となっており、

SLDのみの学生は 0%となっている。この数値

は診断のある学生と診断はないが近似の特性があ

り支援を行っている学生の数を合わせたものであ

る。診断がない学生の場合、障害を理由に支援を

行うというわけではなく、「修学上の問題」に対

する支援を個別に行っていく 。その内容は、学生

本人に対するコーチングが主な支援内容となって

おり、学生は支援者との対話を通して修学上の問

題を解決していくことになる。

10% 

図2.支援学生の障害（特性）種別割合（平成29

年 10月現在）
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II. 障害のある学生の修学支援に関する検討会（第

二次まとめ）の要点

文部科学省は，平成 24年に「障がいのある学

生の修学支援に関する検討会」を開催し，障害の

ある学生に対する修学支援の在り方と具体的な方

策について検討を行い，「第一次まとめ」として

報告した。平成 28年には、「第二次まとめ」を報

告している、ここでは、障害のある学生への支援

に関する「基盤となる一定の考え方」が示されて

おり，障害のある学生への支援に関わるすべての

関係者がこれら考え方を共有していくことが重要

であるとしている。

1. 対象範囲

(1)「学生」の範囲は、大学等に入学を希望する

者及び在籍する学生とし，学生には科目等履修

生・聴講生等，研究生，留学生及び交流校から

の交流に基づいて学ぶ学生等も含む。また、検

討対象とする「障害のある学生」の範囲は、障

害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生

で、障害者手帳の有無は問われていない。

(2)検討対象とする学生の活動の範囲は、入学，

学級編成，転学，除籍，復学，卒業に加え，授

業課外授業学校行事課外活動（サークル

活動等を含む）への参加，就職活動等，教育に

関する全ての事項に加え、直接関係しない学生

の活動や生活面への配慮（通学，学内介助（食

事 トイレ等），寮生活等）に関する事項も検

討範囲とされている。ただし、生活面の配慮に

関しては、地域の福祉サービスの在り方にも関

係しているので、今後、大学等から地方自治体

への働きかけや協働も視野に入れた取り組みが

求められている。

2 「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」に関

する考え方と対処

(1)基本的な考え方

不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供

は，「大学等において，組織として当然に行わなけ

ればならないことと位置づけられている」という

点を強く認識することが必要である。報告書では、

「これらのことはコンプライアンスの観点からも非

常に重要であり，対外的な説明も求められるもの

である。このため，関連の取組を進めるに当たっ

て，学長等のイニシアティブの発揮と特定の教職

員任せにならない組織としての取組が強く求めら

れる。」と、大学として、大前提となる考え方が強

く示されている点に注目する必要がある。

障害のある学生への支援に関する富山大学の

ミッションは、「さまざまな障害があっても、彼

らが他の学生と同様に、大学や社会の財産として

広く認知され、それぞれの学生が持っている豊か

な才能が、社会全体の発展に寄与することができ

るよう、教育、及び支援を行うこと」と考えてお

り、そのためには、障害があることによる生活の

しにくさや学習のしにくさを軽減することが必要

で、そのための教育環境を整えていくことが大学

に求められていると考えている。

しかしながら、このことは、障害のある学生に

特別にあることではなく、大学としての理念や目

標と連動しているものでもある。たとえば、富山

大学の理念と目標には、「学生の個性を尊重しつ

っ」という文言があるが、ここには障害学生が持

つ多様な障害や特性もそこに包含されるものと解

釈できる。また、「多様な学習ニーズに応え、教

育の質を保証するために、教育環境の充実と教育

システムの改善を図り、教員の教授能力のたゆま

ぬ向上に努める」という文言は、まさに多様性を

尊重する障害学生支援に相通じるものである。文

部科学省の二次まとめ報告においても、「すべて

の学生に対する大学の理念や目標を実現するため

の大学としての教育・研究の在り方にこれらの不

当な差別的取扱いと合理的配慮の観点からのみ行

われるものではなく，障害の有無に関わらず．大

学等として学生に対して当然行うべき様々な支援

が不可欠である。」と明記されている点をここで

確認しておきたい。

(2)不当な差別的取扱いの禁止

障害のある学生への不当な差別的取扱いとは，
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「正当な理由なく，障害を理由として各種機会の

提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯

を制限するなど，障害のない学生に対しては付さ

ない条件を付すこと」とされている。正当な理由

に相当するか否かについては個別の事案ごとに，

障害のある学生及び第三者の権利利益（例：安全

の確保，財産の保全，事業の目的・内容・機能の

維持損害発生の防止等）の観点から，判断する

ことが必要である。障害を理由に、「事故の危惧

がある，危険が想定される」などの抽象的な理由

に基づいての対応は適当ではないという点が、ニ

次まとめ報告では明記されている。一次まとめ報

告以降、さまざまな事例を積み重ねる中で、問題

として浮かび上がってきた不適切な対応も数多く

報告され、その解決のための文言がこの二次まと

めには盛り込まれている。本学でも家族から、「発

達障害がある学生を洋上実習に参加させなかった

事案」が報告されたことがあった。支援室が設置

される以前のことで、当該学生及び家族は、「授

業担当貴教員から、万が一何かあったら安全が担

保できないと言われたら、それに従うしかなかっ

た。これまで、外で暴れるということが一度もな

かったにも関わらず、障害を理由に参加できな

かったことは非常に残念でした」と、残念な気持

ちを語った。

現在、実習等への参加に関しては、当該学生と

の面談の中で、どのような参加の仕方が可能なの

かを検討し、担当教員との支援会議を経て、適切

な対応を行うためのプロセスを取っている。関係

するすべての人々が、参加に向けた方向性の中で

より良い対応策を考えていくことが、次の「合理

的配慮の提供」までのプロセスとして位置づけら

れる。

(3)合理的配慮の提供

大学等における合理的配慮とは，「障害のある

者が，他の者と平等に「教育を受ける権利」を享

有・行使することを確保するために，大学等が必

要かつ適当な変更・調整を行うことであり，障害

のある学生に対し，その状況に応じて，大学等に

おいて教育を受ける場合に個別に必要とされるも

の」でありかつ「大学等に対して，体制面，財

政面において，均衡を失した又は過度の負担を課

さないもの」である。この文言は、平成 24年の

第一次まとめで定義づけられており、第二次まと

めでもこの考え方が踏襲されている。

障害者差別解消法においては，障害者が受ける

制限は，社会におけるさまざまな社会的障壁と相

対することによって生ずるものであるという ，「社

会モデル」の考え方が採用されており、この社会

的障壁を除去するために合理的配慮が行われる。

大学等で行われるさまざまな配慮のベースとなる

考え方になることを踏まえ，障害のある学生への

合理的配慮の提供のための取組を進めていく必要

がある。

皿障害学生に対する個別の支援～合理的配慮の

提供～

発達障害の多様なニーズに沿った合理的配慮の

提供は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様

かつ個別性が高いことが特徴である。

文部科学省の二次まとめ報告では、合理的配慮

の内容の決定手順を次のように示している。

1. 障害学生からの申し出

ー障害学生からの意思の表明

ー申し出がない場合、大学等から当該学生に対して
適切と思われる配慮を提案するために建設的対話
を働きかける

ー必要な情報や自己選択・決定の機会を提供する

ー根拠資料の提出
・資料に有無にかかわらず合理的配慮の提供について検
討することが重要

2. 障害学生と大学等による建設的対話

3. 内容決定の際の留意事項

4. 決定された内容のモニタリング

図3.合理的配慮の内容の決定手順

まず、障害のある学生からの「意思の表明」が

支援の出発となっている。身体障害のある学生は、

自身の障害に起因する社会的障壁を認識し、大学

に支援を要請することができる場合が多い。しか

し、発達障害のある学生の場合、適切な支援を求
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めることにむずかしさがある。合理的配慮に関す

る発達障害学生の意思表明の困難さの多くは「実

際の問題と．自身の障害特性を関連づけることの

難しさ」と，「さまざまな状況を把握し整理して，

自分の考えをまとめあげることの苦手さ」等、障

害特性そのものに起因するため，合理的配慮の提

供には「本人の意思決定過程を支援する」という

考え方を採用する必要がある。一般的に、自閉症

スペクトラム障害の人は独自のスキーマを形成

し、その枠組み内で周囲の出来事を理解しようと

することがよくある。かれらのスキーマは、文脈

からの影響を受けにくいことと、他者の視点が理

解しにくいことが基底にあり、これに社会的孤立

が加わると周囲の人から指摘されることもなく、

修正される機会もなくなる。また、注意・欠如多

動性障害の人は、修学上の問題があっても、終わっ

てしまったことを検証するという行為が難 しく、

自身の特性と問題が関連していることに気づくこ

とができない場合が多い。彼らは、「たまたま忘

れていただけで、次はうまくいきます」、「今から

でもなんとかなると思います」というような見通

しを持つことが多く、実現可能性の高い方策を持

たないで、失敗を繰り返すという状況になってい

る場合がある。

このような特性があることを前提として、彼ら

の学びたいという願いを実現するための支援が行

われていく。具体的には，困っている状況を一緒

に整理し，何が問題で，自分には何ができるのか．

あるいは問題の解消にはどのような配慮が必要な

のか． さらにはその配慮内容が適切であったかど

うかの振り返りを行う等、さまざまな観点から検

証していくプロセスが、学生の意思決定を支える

支援と考えることができる。そこで、富山大学で

は、図 3で示した合理的配慮の内容の決定手順の

第一段階に示された「障害学生からの申し出一障

害学生の意思の表明」より前に、「修学上の困難

さを抱える学生及び周囲の関係者からの申し出」

を支援の出発点としている。

1. 修学上の困難さを感じている学生及び、周囲
の関係者からの申し出

2. 障害（特性）のある学生と大学等による建設的
対話

ー状況の確認と整理
ー必要な情報や自己選択・決定の機会の提供
ー根拠資料，生育歴，配慮経験，暫定的な支援結果
ー支援に関する学生の意思表明及び合意形成

3. 内容決定の際の留意事項
ー教育の目的・内容・評価の本質部分の確認

ー教育の提供の方法の変更等、他の実現可能な措
置を検討

4. 決定された内容のモニタリングと調整

図4.富山大学における修学支援に至るまでの手順

発達障害のある学生の支援では、障害を支援の

出発点にするのではなく、「修学上の困難さ」を

支援の出発点として、その状況の確認と整理を

行っていき、最終的に、学生の意思の表明と支援

に関する合意形成を行うプロセスを大切にしてい

る。状況の確認に関しては、当該学生の主観的体

験を否定することなく、客観的な事実を学生との

対話から引出し、総合的に学生本人の認識を現実

的なものにしていくものであり、かなりデリケー

トな対話が繰り広げられる。

内容決定後も、その内容が本当に当該学生の修

学を支えるものであるかの検証を行うために、学

生からの聞き取りや授業担当者からの聞き取りを

行っていく必要があり、仮に、一度決定した配慮

内容であっても、当該学生の学びを支えるもので

なければ、再度検討していく必要がある。

'N. 富山大学における社会参入支援～発達障害学

生に対する包括的支援～

大学における支援の特徴は、発達障害学生の社

会的コミュニケーションの障害や実行機能の障害

を念頭に置いた「実行を支える支援」が支援の中

核となる。

図5は、入学前後の支援から大学入学直後の集

中支援を中心とした「第 I期」から、 1年後期か

ら3年生前期までの修学に専念できる時期を「第

]1期」、ゼミの所属や就職活動などによる環境の



発達障害のある大学生の支援～修学支援から就職後の支援まで～

，
 発達障害学生に対する社会参入支援

学生が斬しい耀墳（社会）へ参入するブロセスを一貫して支援すること

1期 n期 m期
（裏校生～大学1亭鶴綱） （大学＂＂負謂 -3皐） （大学3年鶴綱-••>

w期
（亭戴畿）

図5.発達障害学生に対する社会参入支援

変化が大きい「第皿期」、そして、卒業後の就職

支援や就職後のフォローアップ支援を含む時期を

「第w期」と暫定的に分けて、支援を行なっている。

1. 第 1期の支援内容

連携先

保護者．高等学校．地域発達支援センター．医療機関．学内（入試課・学部）

事前相談

I 1. オープンキャンパス相談
， 窓口

I 2. チャレンジカレッジ

3. 個別相談（随時）

4. 大学入試センター試験で
， の配慮事項に関する対応

5. 個別選抜試験での配慮事

項に関する対応

6. 入試当日の配慮

l I入学直前直後の集中支援 I
I 1. 本人の申し出を受け、合格後 i

に面談（本人・家族・学部教職 ，
員・支援者）

2. ナラティブ・アセスメント

3. 合理的配慮に関する話し合い

4. 入学直前・直後の集中的支援

5. 学部、教養教育の授業担当

者との配慮決定に関する話し
合い（教職員・学生・支援者）

6. 大学生活全般の支援に関わ
る支援契約を取り結ぶ

図6:第 1期の支援内容・連携

ここは、①大学に入学を希望している高校生に

向けての取り組みと、②入学が決まった直後の集

中的な支援が行われる時期である。高校生に向け

ての支援としては、通常の大学オープンキャンパ

スにおいて、「障害のある方の受け入れに関する

相談」ブースを設け、通常のオープンキャンパス

では得られない個別の質問に応じている。また、

富山大学独自で行っている「チャレンジ・カレッ

ジ」は、発達障害のある高校生に向けての大学に

関する情報提供であり、高校の教育の在り方と異

なる点について説明したり、発達障害のある大学

生の体験談を聞く機会をもったりしている。実際

に大学の図書館やレストランを利用したり、行き

たい学部のシラバスを見ながら授業計画を立てた

りする機会も持っている。この取り組みは、発達

障害のある生徒の適切な進路選択と、大学進学に

伴うスタデイスキルやライフスキルの重要性を認

識してほしいという願いから始めたものである。

中には、食事や睡眠、家事の段取りなど、高校生

のうちから練習できることもあり、さらには、課

題の提出や締め切り、持ち物の管理など、自分自

身の困難さに対しての対処法をある程度知ってお

く必要もある。

大学入学試験に関しては、入試課が中心となっ

て配慮内容に関する準備を行うが、支援室に配慮

内容に関する取り合わせがあった場合、適切な合

理的配慮についての情報提供を行なう仕組みに

なっている。

大学入学直前直後の修学支援は、図 6の右側に

示している。富山大学では、保健管理センターが

全入学生に対して行っている「健康調査票」に、「入

学後に配慮や支援が必要な方は、ここに記入して

ください」という項目があり、多くの場合、健康

調査票に支援希望が明記されている。その他、入

学式前に学部に対して支援要請が行われ、学部は

支援室スタッフとともに、入学前に本人及び家族

と面談を行う 。ここで個別の教育支援計画が出さ

れることが推進されているが、これまで提出され

た学生はおらず、大学が参考になる資料は大学入

試の際の配慮申請の内容と診断書、そして高校か

ら出される「状況報告書」である。もっとも重要

な情報は、本人及び家族との面談における語りで

あり、診断や状況報告書を参考にしながら、必要

な情報を聞き取っていく。その後、学部と支援室

で申請のあった配慮要請と障害による困難さを鑑

み、合理的配慮に関する暫定的な決定を行う。本

人が希望する配慮内容が大学生活に適切なもので

あるかどうかの検証は必ず必要で、 2~3回ほど

授業を受けてみないと確定できないものもあるた

め、学生との定期的な面談は必須となる。配慮に

関しては、授業担当者の工夫や本人の工夫により、

当初のものとは異なってくる場合がある。学生自
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身がより学びやすい環境を作っていくという本来

の目的を念頭に置きつつ、柔軟に対応していく姿

勢が必要であると考えている。

支援室では、支援を行うにあたって、本人と支

援に関する約束をしている。「契約」というほど硬

い概念ではないが、大学として支援を行なってい

くうえで、必要な本人との約束事であり、手続き

であるととらえている。約束ごとの内容は、以下

の4つである。①支援室での定期的な面談を行う。

②学部・学科等、情報提供の範囲と情報の範囲を

決める。③修学状況に関して、家族との面談を支

援室が行う。④他の学生への障害告知をするかど

うか、する場合、どの範囲でどのように伝えるか。

このように、入学直前直後の支援は、今後の支

援に関する重要な事柄を決めていく大切なプロセ

スを含んでいる。あく までも、学生が学ぶための

環境を整えることが重要であり、障害特性による

不利益を被ることがないよう、支援者ば慎重に一

つ一つのことがらを丁寧に行っていく必要がある。

ここで行われる「大学（教員・事務職員・支援者）

と学生（家族も含む）との対話」は、支援に関す

る確認事項が多くなってし まうものの、本質的に

は、「大学と学生との関係性」をより良いものにし

ていく作業であり、より適切な学びの環境を創っ

ていくための協力者であることを確認する場でも

あると考えている。支援者は、発達障害の特性を

熟知し、彼らとのコミュニケーションを失敗しな

いような専門性を携えて面談に当たる必要がある。

2 第 1I期の支援

連携先

家族医僚機関，就労専門機関
学内 （学部教務・助言散員・保阻管理センター・授菜担当教員）

し
. -

修学に関わる支援__JL 修学を下支えする支援 ー
- -

1. 定期面談

---J 
11. 大学生活全般に関すること

ー 履修詞整 がらを話題にして話し合う

ー授業出欠，課題状況確認 I ー体詞への気づきや管理

ースケジュール確認 I ー生活リズム

ー課題解決のための方策 ， ー持ち物の工夫

ー教員への質問やアポの取り方 I ー 食事睡眠の管理
ー詞べ方レポートの書き方 ， 

ーアルバイト
2. 修学上の困難さへの対応 1 

： :::; 悶'~悶;::討 l', 竺ヽ竺ション
ーサークルでの人間関係

5. 工夫したこと、配慮を受けた
ことへの振り返り

3. 体験の語り

ー 過去の体験の語り

図7:第1I期の支援内容・連携

修学支援の基本は学生と支援者との週に一度

の定期面談であり、ここでは履修状況を確認し、

授業の出欠や課題提出状況の確認、スケジュー

ルに関する確認が行われる。非常に根気のいる

やりとりが毎回行われるのだが、発達障害学生

の場合、課題提出が滞ったことで授業に出られ

なくなったり、一度欠席してしまったら翌週か

ら出席できなくなったりという、少しの蹟きが

修学上の問題に発展することがあるので、地道

な確認が重要になってくる。学生との面談では、

教員との関係性に関わる問題も話題になること

がある。学生が教員にきつく叱責されたと思い、

途方に暮れている場合、支援者は学生がそう感

じた気持ちを受け止めつつも、そのままの文脈

で判断するのではなく、丁寧に周辺の状況を聞

き取っていく必要がある。

どのような時も、学生との対話では支援者が

ニュートラルな態度で学生の語りを聞き、学生

の考えを整理していくという態度が必要であり、

学生が支援者の態度や感情に左右されることな

く、正確に語ることができるような配慮が必要

である。このような対話の中で明確になった問

題は、「学生本人の課題」として浮かび上がるの

ではなく、「取り組むべき課題」として共通認識

され、外在化されていく。「外在化」に関しては、

White (2007/2009) は、外在化する会話の可能

性を探求し、「外在化する会話は、問題を客体化

することによって、内的理解の解毒剤となりう

る」と主張した。外在化する会話により、人を

客体化するのではなく、問題を客体化し、問題

をアイデンテイティから自由にするという。学

生は対話の中で外在化された問題を、支援者と

共に解決していくというプロセスを通じて、彼

らの「問題への直面化」が実現されていく。

上に述べたように、定期面談は実際の修学状

況を確認し対応を考えるだけでなく、学生本人

の自己理解が行われていく過程でもある。経験

上、実行することへの不安や恐怖が頭をもたげ

る場合もあるが、実行を支えることで、うまく

いく体験を積み重ねることができ、不安や恐怖
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への対処法も同時に獲得することができる。い

わゆる、発達障害者への認知行動療法が、定期

面談を通して行われていくのである。

ある程度、定期面談が続くと、学生は支援者

との対話を通さなくても、自分自身で困りごと

への対処法を考えるようになる。そうなると、

定期面談の内容は、「一緒に考える」という段階

から、「学生が考えた（行った）対処法について

振り返り、検討する」段階に進んでいく。この

ような変容の中で、定期面談そのものの回数が

減っていき、たとえば週一回の定期面談が隔週

の定期面談になり、ーか月に一回の面談になっ

ていくことがある。中には、修学上の問題は減

少し面談の必要性はなくなったが、障害受容や

自己理解に関する面談を求めてくる学生もおり、

誰にも話せなかった過去の出来事を語り始める

学生もいる。支援室では本来はカウンセリング

を行わない方針ではあるが、修学支援を通して

自己を見つめる段階に至った学生に対しては、

自然な流れの中で語りに耳を傾けることも重要

な支援であると考えている。自分に対する否定

的な感情や他者からの心ない言葉に今も傷つい

ていることを、初めて言葉にすることができた

ことを丁寧に聞いていくと、「今までの自分はエ

夫が足りなかったからできなかっただけで、もっ

と良いアイデイアを考えつけばよかっただけな

んですね。いまは、どうしたらうまくいくか考

えるのが楽しいです」と、肯定的な自己像を語

るようになっていく学生も多い。

「話ができる同年齢の友達が欲しい」と願う学

生には、小集団活動「ランチ・ラボ」の場を提

供している。対象となる学生は、個別面談を継

続していて、併存症などが見られず精神的に安

定している学生であり、仲間とのコミュニケー

ションの場が欲しいと希望する学生に声をかけ

ている。週に一回、食事をしながら雑談し、そ

の後、カードゲームを行なっている。支援者は

参加者の一人でもありファシリテーターでもあ

る。コミュニケーションを心から楽しむ姿勢を

保ちつつも、活動が参加学生にとってより有意

義なものになるような配慮や工夫を行っていく。

学生同士の交流が行われるように、学生の小さ

なつぶやきを拾いあげ、他の学生に話題をつな

いでいくつなぎ役としての役割を担うとともに、

学生の発言に対して肯定的なコメントをしたり、

学生の言葉を引き出すような質問や意見を伝え

たりして、学生にとって「話す・聞くモデル」

となるように心がけた。

カードゲームのテーマは、学生が主体的に参

加できるよう学生の希望や要望を随時取り入れ

た。また、会話に苦手意識が強い学生も安心感

をもって会話できるように、テーマの工夫も行っ

た。回数を重ねるにしたがって、学生が自分自

身の障害特性に関心を向けるようなテーマを盛

り込んでいった。

ランチ・ラボでは、一人ひとりの発言が社会

的交流の場で価値のあるものとして尊重され、

テーマを媒介に「人とのつながり感」を得るこ

とができる。たとえば、「似たような考えが多かっ

た」、「Aさんの話を聞いて思いだしたことがあ

ります」、「Bさんと同じことをする時もありま

す」という発言が見られ、人は共通した考え方

をするものであることを知る。小集団活動の場

は、一人ひとりの考えが盛り込まれた「私たち

の物語」が創り上げられていく場として機能す

る。ある学生はその後の個別面談の場で、「こう

やってみんなの考えを眺めてみると、なるほどっ

て思います。みんな違う考えだけど、誰もがエ

夫しているという点では同じですね。一人で考

えているとおかしいんじゃないかと思うけど、

意外にそれで良かったりするんですね」と語る。

小集団活動の場で、柔らかな表情を見ると、こ

のような気づきの機会が成長につながるのだと

思う。
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3. 第m期の支援

連携先

保護者家族就労支援機関医療機関

学内（指導教員学部教務キャリアサホートセンター：＇

ゼミ・卒鎗 II 就職活動

支援会護 Ii 
2. 定期面談 :1. 

ー授業と卒論のスケジュール
I 

調整 I 
ー就活とのスケジュール調整 I 
ー生活の状況確認 i • 

ーゼミ生とのコミュニケーショ i 11 

ン I 

こ~! ·
対応 I 

図a:第皿期の支援内容・連携先

第11I期は、大学 3年生後期から 4年生の時期で、

ある程度安定した修学環境から、物理的・人的環

境として質の異なった修学環境になっていく節目

の時期である。一つは「ゼミの所属」である。特

定の教員や学生との密な関係を求められるのがゼ

ミであり、そこでの関係性は、これまでの大学生

活ではなかった人間関係である。大学生活が安定

し、定期面談の同数が少なくなっていた学生も、

新たな環境への戸惑いから、頻回に面談を希望す

るようになり、週一回の定期面談に戻ることもあ

る。

ゼミの所属に関しては本人の希望が優先される

が、学科教貝との支援会議の中で検討される場合

もあり、研究内容、研究方法やゼミの様子等、総

合的に見てゼミ選択が行われる。長期的な計画の

もと研究を進めていく必要があるので、そもそも

卒論とは何かというゴールを見える化し、スケ

ジュール管理を丁寧に行っていく必要がある。多

くの場合、卒論提出までのスケジュールを担当教

員と確認し、卒業生の卒論を閲覧することで、あ

る程度の具体的なイメージを持つことができるよ

うになる。卒論の完成までの卒論指導では、段階

的な課題を与え、期限を決めて進捗状況を確認し

ていく必要がある。

並行して、就職活動が開始される時期である。

支援学生は、これまでの修学に関する定期面談と

並行して、就職活動に関する面談が加わっていく。

発達障害の学生の場合、他の学生との交流で就職

活動のイメージを作っていくことが難しいため、

支援室では、「就職活動の進め方」を一から説明

し、一つひとつの課題に取り組んでいく 。たとえ

ば、①職種・業界の選択や働く地域の選択、②工

ントリーシートの作成、③応募手続きの履行まで、

確実に行えるようサポートを行う。④面接練習は、

就職・キャリアサポートセンターで担当してもら

うことも多く、支援室では、その振り返りや復習

を行い、定着を図っていく。

障害者雇用枠での就労を目指す学生の場合、大

学卒業までに決める必要はなく、落ち着いて卒論

制作に取り組み、まずは卒業を目指した支援が行

われる。障害者雇用枠の場合、就職活動は就労支

援機関と連携する必要があるので、在学中に決ま

ることは稀で、多くの学生は卒業後に就労支援機

関や就労移行支援事業所を経て就職に至るケース

が多い。その場合、大学の支援者は就労支援機関

の担当者に、当該卒業生の特性の正しい理解と支

援のコツを踏まえた支援方法を知ってもらうため

の引き継ぎを行なっていく。

4. 第N期の支援

連携先家族事業所（企業）就労支援機関，就労移行支援事業所

地域障害者職業センター 地域発達支援センター，医僚機関

卒後就職活動支援 11 フォローアップ支援

量琶？し'II:~r!:~~~ 困る上 1

:4. 本人の優位な能力が生か ごと、不安なこと
： せる職場開拓 ―余暇の過ごし方（体調管理）

- QOLの向上
I ー 就労移行支援事業所との I 

・事業所（企業）への訪問
ー支援会議

図g:第1V期の支援内容・連携先

第w期は卒業後の支援である。支援室が立ち上

がったころは、卒業後も大学支援室が支援を行な

うことを全く想定していなかった。しかし、毎年、
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卒業時に就職が決まらない学生がいて、就職活動

をどのように続けていけばよいかわからないとい

う卒業生の声を聞き、卒後も就職活動支援を継続

するに至った。

支援開始当初は、大卒の発達障害者の就労支援

の経験がある就労支援機関が少なかったので、支

援会議に大学支援者も同席する形で支援方法を模

索する時期があった。本人の優位な能力を活かす

ことができる仕事や就職先をどのように開拓して

いくかについて、大学と就労支援機関が協働して

探っていく時期が2年ほど続いたという印象があ

る。

その他

、~-----~--- (自宅療養等）
,/・・,、 4%

／ 
ヽ

‘ 就職
（すぺて一般枠）

40% 

就活継紐

20% 

ピ 志望J
障害者枠志望

60% 

口大学院進学 口杖聞（ 一般枠） その他（自宅療養簿）ロ一般枠志望 障害者枠志望

※新卒採用は，例年一般枠がほとんどを占めている

図 10:平成 27年度・ 28年度卒業生の進路状況

図 10は、平成 27年度・ 28年度に富山大学を

卒業した発達障害（傾向含む）のある学生の進路

状況を表したものである。支援学生の約 4割は、

一般の学生と同様に就職活動を行い、就職・キャ

リア支援センターの利用も並行しながら就職先を

決めていく 。企業分析や自己 PRなどの作成は、

時間をかける必要があるため支援室で行い、就職・

キャリア支援センターでは面接練習等を指導して

もらうというような連携になる。

一方、卒業までに就職に至らない学生は全体の

2割で、そのうちの 60%は、引き続き一般枠での

就職活動を継続する。公務員試験や国家資格取得

のための試験を受ける場合や、引き続き自身の得

意な分野を生かすことができる企業にトライする

場合もある。

また、同じく卒業までに就職に至らなかった学

生のうち、 40%は障害者雇用枠での就労に切り替

え、就労支援機関の利用を開始する。多くはコミュ

ニケーション上の課題を指摘され、面接でうまく

いかなかったケースであり、あらためて本人及び

家族と「就職活動」の方向性を再検討していくこ

とになる。障害者雇用枠での就職の場合、診断を

受けることや障害者福祉手帳の申請、就労支援機

関の利用等、さまざまな手続きが必要となる。支

援室では、図 11のような「就職支援ガイド」を

作成し、 ①就職活動準備、 ②就職活動、 ③就職後

の三段階に分けて、必要な情報を Q&A式に示

した。

麟編璽

言山大字字生支援センター｀ こし＂に ''' . 'ゴ盆―,:.~竺:

図 11.発達障害学生のための就職支援ガイド

発達障害のある学生に対する就職活動は、でき

れば修学支援と一体的に行うことが望ましい。修

学支援で語ることは、自分を眺め、自分について

語り、自分のことを整理していくプロセスで、い

わゆる「自分について物語る自己物語」である。

しかし、就職活動は、他者に評価されることを前

提とした「自分自身を客観的に描写するための自

己物語」となる。つまり、就職活動では他者（企

業人事担当者）の視点を意識しながら、他者の思

いに応えるべく自分を語ることが要求されるので

ある。発達障害学生にとって最も難しい「他者視

点」への気づきがここでは重要なポイントになる

ため、就職活動支援では、常に「他者視点」を意

識するような状況説明を行いながら、自己 PRを
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作成していく支援が必要である。

富山大学では、就職した卒業生に対しては、本

人が希望すれば、フォローアップ支援も行ってい

る。支援した学生が、どのように職場に適応し、

職業人として自立していくのかを知りたいという

気持ちで始めたフォローアップ支援ではあった

が、定着に至るまでの移行支援の重要性を実感し

た。

V. おわりに

富山大学では、入学直前直後から支援を開始し、

修学上の困りごとを解消していくプロセスを支援

することを通して、青年期の成長モデルを基盤と

した支援を実践している。支援を求めてくる学生

に対しては、初期段階では週に一度の定期面談を

提案している。支援者との定期的な対話の場は、

学生にとっては自己と社会に関して多様な気づき

や発見を得る場となっており、キャリア教育とし

て位置付けることができると考えている。我々は、

キャリア教育とは体験を通じて自己と社会に関し

て多様な気づきや発見を得させることが重要であ

るが、仕事に直結する体験学習の場のみで行われ

るものではなく、修学を通して自らの役割の価値、

自分と役割との関係、自分と社会との関係につい

て認識していくものであると考えている。
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学生なんでも相談窓口における相談支援活動評価のための
成果カテゴリー作成の試み

富山大学保健管理センター 竹澤みどり

富山大学人文学部喜田裕子

An attempt to develop categories of support outcomes for the evaluation of practice in the 

'Nandemo・Soudan Service' 

Midori Takezawa (Center for Health Care and Human Sciences, University of Toyama) 

Yuko Kida (Faculty of Humanities, University of Toyama) 

キーワード：学生相談支援の成果．評価

Key words: student counseling, support outcomes, evaluation 

要旨

本研究の目的は，何でも相談窓口における相談支援活動の成果を表すカテゴリーを作成することである。

富山大学“学生なんでも相談窓口”で実際に支援が行われた 50の終結事例について，各事例で得られた

成果を抽出し. KJ法によってカテゴリー化した。その結果．「心身状態の改善・安定化」「心理的成長お

よび意欲・ 主体性の改善」「進路の明確化」「学内外の生活改善・安定化」「関係改善・サポート強化」「危

機状態の脱却」といった成果カテゴリーが抽出された。さらに． これらの成果は個別に達成されるもので

はなく，相互に影響し合いながら達成されていると考えられた。

問題と目的

2000年に文部省は「多様な学生に対するきめ

細やかな教育・指導に重点を置く『学生中心の大

学』へと，視点の転換を図る」ことが重要である

として，「学生相談の機能を学生の人間形成を促

すものとしてとらえなおし，大学教育の一環とし

て位置付ける」ことの必要性を示した（文部省，

2000) (いわゆる「廣中レポート」）。そして，「カ

ウンセラーの充実」，「学生相談機関と学内外の諸

機関との連携強化」，「『何でも相談窓口』の設置」，

「不登校への対応」といった今後の改善策を提示

している。この報告書以降学生相談・学生支援

の充実が進められてきているといわれている（佐

藤 2014)。さらに，独立行政法人日本学生支援

機構は大学全体における学生支援を 3つの層でと

らえる「学生支援の 3階層モデル」を提示し，総

合的な学生支援の重要性を指摘している（独立行

政法人日本学生支援機構， 2007) (いわゆる「苫

米地レポート」）。さらに，学生支援の専門家と教

職員の連携・協働の必要性を強調し，特に学生相

談に焦点を当て，その体制の充実に向けての具体

的な方向性を示した。

何でも相談窓口

廣中レポート（文部省， 2000)では多様化する

学生の相談に応じるために「何でも相談窓口」の

設置を提案し，そこでは基本的な相談に応じつつ，

相談内容に応じて適切な相談機関や教職員との連

携を図ることが重要な機能であるとしている。一

方で，何でも相談という名称であっても，その内

容が多様であり大学によっても異なることから，
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「何でも相談窓口」の明確な定義はされていない

のが現状である（早川・森， 2011)。早川・森 (2011)

は，学内外の様々な社会資源との連携・調整によっ

て異なる職種の支援者から成るチームを形成し，

学生を全学的に支援していく活動を「何でも相談

窓口」型学生支援活動としている。さらに，先行

研究や名古屋工業大学での実践を基に「何でも相

談窓口」が他職種との連携の要として機能するこ

との重要性を指摘している。同様に，宮野 (2007)

は自身の所属する千葉大学における何でも相談窓

口での実践においても，一人の相談の解決に多く

の支援部署との協力体制が必要なこともあること

から，連携や協働の重要性を強調している。

一方で，富山大学では自殺対策の必要性への意

識が高まり， 2009年12月に「富山大学自殺防止

対策室」が設置され，その翌年の 2010年度から本

格的に活動が始まった（齋藤， 2014)。その活動の

中核として，様々な学生の困りごとを相談するた

めの“学生なんでも相談窓口＂が各キャンパスに

配置された。そこでは，専門職能を持った人材（臨

床心理士，精神保健福祉士，看護師，特別支援学

校教諭等）がコーデイネーターとして学生の支援

を行っている。コーデイネーターが有する具体的

な機能は以下のとおりである（齋藤， 2014)。

1 なんでも相談機能：事務手続きの質問等か

ら悩み相談まで広く対応する

2 マルチアクセス機能：直接面談だけではな

く，メールや電話， SNS等を通じた質問・

相談も受ける

3 チームサポート構築機能：相談に来ている

学生の守秘義務を守りながら，同意を得て教

職員や保護者，他専門機関と連携をし，包括

的サポートを図る

4 メタサポート機能：学生本人からの相談を

受けるとともに，保護者や教職員からの学生

に関する相談も積極的に受け付け，学生への

サポーター（保護者，教員，職員，友人など）

をサポートする

5 アウトリーチ機能：状況に応じて，アウト

リーチ（出前相談自宅訪問，学外専門機関

への同行等）も行う

チームサポート構築機能は， まさに廣中レポー

ト（文部省， 2000)や早川他 (2011),宮野 (2007)

が「何でも相談窓口」の機能としてその重要性を

指摘し，苫米地レポート（独立行政法人H本学生

支援機構， 2007)が学生支援において必須のもの

とした連携・協働機能である。さらに，メタサポー

ト機能によって相談者の周囲のサポート資源が効

果的に機能しやすくなるため，メタサポート機能

もまた，他職種間の連携・協働を支える機能であ

るといえるだろう。実際本学“学生なんでも相

談窓口”における支援方法としては，本人を直接

支援することが最も多いが，家族や関係者を対象

としたアプローチによって支援する場合もある。

2014年度は，本人を対象にした支援が約 75%,

家族が対象とした支援が約 16%, 関係者を対象

とした支援が約 10%であった。また，本学では，

“学生なんでも相談窓口”に加え，学生の健康管

理や心理カウンセリングを行っている保健管理セ

ンター，発達障害を含む障害のある学生への支援

を行うアクセシビリティ・コミュニケーション支

援室があり，‘‘学生なんでも相談窓口”は必要に

応じてこれらの専門機関と連携を行いながら支援

を行うこともある（齋藤 2014)。

学生相談に見る近年の大学生の特徴

近年，学生相談における相談件数は増加傾向

にあり（佐藤 2014;独立行政法人日本学生支

援機構， 2007), 相談内容の多様化，重度化，複

雑化が指摘されている（吉武， 2010)。本学“学

生なんでも相談窓口”の相談件数は， 2014年度

は延べ件数7,155件，実人数710人であり，本学

においても年々相談件数は増加している。 3つの

キャンパスと 8つの学部から成る本学の学生数は

約 10,000人であることから，全学生の約 7%が

“学生なんでも相談窓口”を利用していた。“学生

なんでも相談窓口”での主な相談内容としては，

「事務手続きなどの問い合わせ」以外では，「不登

校引きこもり，欠席過多」に関するものが最も

多く，次いで「心身の健康に関する相談」が多

く，例年この傾向には大きな変化は見られない。



学生なんでも相談窓口における相談支援活動評価のための成果カテゴリー作成の試み 17 

広沢 (2006) は，現代の大学生の「悩みを悩めな

い」という特徴が自我の希薄さの表れとし，その

結果容易にひきこもりやすいとしている。さらに，

現代の学生は時間をかけ主体的に悩むことができ

ず，「自傷」「過呼吸」 「ひきこもり」といった行

動化・身体化を起こしやすく（高石， 2009), 学

生相談が現代学生の有する「悩めなさ」という非

常に大きな課題に直面していると指摘されている

（川上， 2013)。そのため，高石 (2009)は，治療

や回復を目標とする支援の在り方からの転換を図

り，「心理教育・成長支援」への貢献度を高めて

いくことが必要であるとしている。同様に，広沢

(2006) もまた学生相談において自我の成長を見

守り，促す支援が必要であるとしている。つまり，

現代の学生相談においては，問題解決型の支援の

みではな く，教職貝と連携しながら学生の成長・

発達を目指した支援が重要であると考えられてい

る（齋藤， 2011; 吉武， 2010)。

学生支援や学生相談に対する評価の必要性

相談件数が年々増加し，学生支援や学生相談体

制の充実の必要性が叫ばれる一方で，国立大学法

人化に伴い各大学は財源確保が厳しい状況となっ

ており，学生支援体制の充実実現は容易ではない

状況にあるといえる。実際，学生相談カウンセラー

の数は増加している一方で，非常勤や短期扉用と

いった不安定な雇用形態にあるカウンセラーが増

えているという報告もある （早坂，2009)。このよ

うな中で，吉武 (2005) は学生支援のためのスタ ッ

フの配置増員身分保障などを実現させるため

には大学上層部および広く学内に説得力のある働

きかけを行うことが必要であり，学生相談機関や

そのスタッフの適正な配置と処遇は，その働きの

定期的な評価によって大きく左右されるだろうと

指摘している。さらに，早坂 (2009)は学生相談

機関の組織的充実やカウンセラーの立場向上のた

めには，客観的成果の提出が不可欠になってくる

としている。福盛・隈本・飯田・松下 (2012)は，

学生相談機関の充実• 発展について事例研究的手

法を用いて検討している先行研究を概観し，学生

相談機関がどのような契機で発展を遂げるのかの

モデルを作成している。そこでは，困難事例への

対応等における教職員との連携を通じて効果を実

感してもらうことが，相談機関の存在意義を広め

ることにつながり，それが結果的には予算の確保

を可能にしていることを示している。つまり，教

職員との連携・協働が結果的には学内への説得力

を持った働きかけともなるといえる。その一方で，

先で指摘されているような定期的な評価や客観的

成果の提出による大学上層部への働きかけも重要

であろう。しかし， この場合実際の支援がどのよ

うに行われ，どのような効果が得られるのかを理

解してもらうことは，上記の場合よりも難しいと

いえる。つまり，意識的によりわかりやすく説得

カのある働きかけを行うことが重要となるだろう。

一方で，学生相談活動に対する評価は，当然な

がら学生相談機関自身の自己点検のための重要な

資料ともなりうる。日本学生相談学会(2013)は「学

生相談機関ガイドライン」を作成し，定期的継時

的に妥当な方法を用いた自己点検・評価が必要で

あることを指摘している。それによって，現状を

把握し，改善点を明らかにしていくことによって，

常に最善の相談活動を目指すことが望ましいと提

言している。つまり，評価は相談機関外に対する

活動への理解だけではなく，相談活動の質の向上

のためにも必要不可欠なものである。より効果的

な自己点検のためには，相談内容の件数などに加

えて，支援の結果としてどのような効果や成果が

得られたのかなど，より具体的で客観的な評価が

必要である。

そこで，本研究では本学“学生なんでも相談窓

口”が行っている相談支援活動の成果について

の，具体的でわかりやすい評価方法を検討するこ

とを目的とした。現在， ‘‘学生なんでも相談窓口”

では相談内容の件数は報告しているが，支援の結

果どのような成果が得られたのかについてはあま

り言及されていない。少数の事例提示において，

主訴や具体的な介入，それによる成果が示されて

いる程度である。支援の成果についてより具体的

にイメ ージしやすいように支援成果を表すカテゴ

リーを作成して提示することで，相談件数に加え
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てどのような成果がどのくらい得られているのか

についてのより客観的で説得力のあるアピールが

可能となり，相談支援活動の質の向上に貢献しう

る自己点検が可能となると考えられた。そこで，

本研究では本学‘‘学生なんでも相談窓口”におけ

る相談支援活動の成果を表すカテゴリーの作成を

行うこととした。

方法

調査対象者

本学“学生なんでも相談窓口”において学生支

援を担当しているコーデイネーター（以下， コー

デイネーター） 4名（男性 1名・女性 3名）を対

象とした。コーデイネーターは臨床心理士，精神

保健福祉士，特別支援学校教諭などから成り，勤

務年数は約 4年であった。

調査内容

調査対象者が担当した事例のうち，前年 (2013

年）の 3月中に終結した事例について，主訴やそ

の経過及び帰結を含めた事例の概要を 150字程度

にまとめて記述してもらった。その際個人が特

定される情報は含まないこととした。次に，その

記述を基に，各事例の主訴や課題，対応・介入，

支援の成果について箇条書きで抜き出してもらっ

た。その際に，概要に含めていなかったが後に思

い出した点があれば，新たに加えてもらった。本

研究では，支援の成果評価のためのカテゴリー作

成が目的であったため，支援の成果についてのみ

を分析対象とした。

調査手続き

調査対象者に対して，“学生なんでも相談窓口”

での学生支援の成果を評価するための成果カテゴ

リーを作成する旨を説明 し，協力を依頼した。調

査対象者の記述を基にカテゴリー化したのち，再

度カテゴリーの妥当性の確認をしてもらった。

調査時期

2014年 6~9月に調査を実施し， 2015年 1月

に妥当性の確認を実施した。

結果

総事例数は 50であり，支援の成果についての

全記述数は 305であった。それらを臨床心理学

を専門とする著者 2名・コーデイネーター 1名及

び社会福祉学を専門とするコーデイネーター 1名

によって KJ法によってカテゴリー化した。KJ

法の結果，その他を含めて 33個の小カテゴリー

が抽出され，さらにそれらをカテゴリー化し 7個

の大カテゴリーにまとめた (Table1)。大カテゴ

リー『心身状態の改善・ 安定化』は「精神状態の

安定・回復」「体調の改善」 といった心身の状態

の改善・安定に加えて，「通院・服薬の安定化」

の3個の小カテゴリーから成り，最も記述数が多

かった。大カテゴリー『心理的成長および意欲・

主体性の改善』は「自我機能全般の回復・向上」．

「意欲の回復」，「自尊心の向上」，「ネガティブ体

験（トラウマ）の克服」，「コミュニケーション能

カの向上」，「葛藤の解決」の 6個の小カテゴリー

から成る。大カテゴリー『進路の明確化』は「卒

業」，希望大学合格などの自身の積極的な希望に

よる「前向きな退学」，「将来の目標設定」，「内定」，

「退学」．「進学」の 6個の小カテゴリーから成る。

大カテゴリー『学内外の生活改善・安定化』は「登

校の維持・再登校」，スケジュール管理や優先順

位の決定などの「現実的対処能力の改善・ 向上」，

「必要手続きの遂行・理解」，単位取得や発表会へ

の参加など「修学課題状況の改善」，「生活基盤の

改善」，「休学」，「研究室の変更」の 7個の小カテ

ゴリーから成る。大カテゴリー『関係性改善・サ

ポー ト強化』は「家族との関係改善・家族からの

支援獲得」．卒業後の支援の獲得も含めた「支援

者の確保」．「教員との関係改善・教員からの支援

獲得」，「支援希求能力の向上」，「友人等との関係

構築・再構築」，問題を抱える学生本人ではなく

教職員等の周囲の人からの相談の場合に本人と連

絡が取れない状況が改善される「連絡の開通」の

6個の小カテゴリーから成る。大カテゴリー『危

機状態の脱却』は「自殺念慮の消退」．「自殺の連

鎖の防止」， 「危機に伴う周囲の安定化」の 3個の

小カテゴリーから成る。
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Table1 支援の成果における KJ法の結果

大カテゴリー 記述数

心身状態の改善• 安定化 63 

心理的成長および意欲・主体性の改善 62 

進路の明確化 56 

学内外の生活改善• 安定化 55 

関係性改善・サポート強化 51 

危機状態の脱却 16 

その他 2 

合計 305 

さらに，抽出されたカテゴリーについて調査対

象者に妥当性の確認をしてもらった。その結果を

Table 2に示す。調査対象者の学生支援活動にお

けるこれまでの経験から上記カテゴリーに加えて

本人やその家族• 関係者が情報や知識を獲得する

という成果も多くの事例で見られることから，大

カテゴリー『その他』に小カテゴリーとして「情

報や知識の獲得（本人）」，「情報や知識の獲得（家

族や関係者）」を追加することとなった。さらに，

その他のバリエーションを把握するための小カテ

ゴリー「その他」を加えた。

小カテゴリー 記述数

精神状態の安定・回復 27 

体調の改善 20 

通院・服薬の安定化 16 

自我機能全般の回復・向上 24 

意欲の回復 13 

自尊心の向上 13 

ネガティブ体験（トラウマ）の克服 4 

コミュニケーション能力の向上 5 

葛藤の解決 3 

卒業 18 

前向きな退学 10 

将来の目標設定 10 

内定 10 

退学 7 

進学 1 

登校の維持・再登校 13 

現実的対処能力の改善・向上 13 

必要手統きの遂行・理解 11 

修学課題状況の改善 7 

生活基盤の改善 4 

休学 4 

研究室の変更 3 

家族との関係改善・家族からの支援獲得 14 

支援者の確保 10 

教員との関係改善・教員からの支援獲得 ， 
支援希求能力の向上 ， 
友人等との関係構築・再構築 7 

連絡の開通 2 

自殺念慮の消退 12 

自殺の連鎖の防止 2 

危機に伴う周囲の安定化 2 

考察

本研究では， 2013年度に終結した事例を対象

に，本学“学生なんでも相談窓口”での相談支援

活動の成果を示すカテゴリーの作成を試みた。分

析の結果， 33個の小カテゴリー， 7個の大カテゴ

リーが得られた。 まず， KJ法によって抽出され

た『その他』以外の大カテゴリーごとに考察し，

最後に成果カテゴリーを用いた評価について考察

することとする。

成果カテゴリー

『心身状態の改善•安定化』 困難を抱える学生
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Table2 最終的な支援の成果カテゴリー

大カテゴリー

心身状態の改善・安定化

心理的成長および意欲・主体性の改善

進路の明確化

学内外の生活改善• 安定化

関係性改善・サポート強化

危機状態の脱却

その他

注）太字は新たに付け加えられたカテゴリーを示す。

合計

にとって，困難への対処が可能となるためには

「精神状態の安定や回復」が必要である。同様に，

睡眠の質の改善なども含めた 「体調の改善」も

また対処可能な状態を作るためには必要不可欠

である。大学生は就床時間の後退など睡眠生活

習慣の乱れが起こりやすい（福田・浅岡・ 中村・

Kelly・ 宮崎，2014)。睡眠に問題を抱える人は

うつを発症しやすいことも指摘されおり (Salo,

小カテゴリー

精神状態の安定・回復

体調の改善

通院・服薬の安定化

自我機能全般の回復・向上

意欲の回復

自尊心の向上

ネガティブ体験（トラウマ）の克服

コミュニケーション能力の向上

葛藤の解決

卒業

前向きな退学

将来の目標設定

内定

退学

進学

薔辰の維持・再登校

現実的対処能力の改善・ 向上

必要手続きの遂行・理解

修学課題状況の改善

生活基盤の改善

休学

研究室の変更

家族との関係改善・家族からの支援獲得

支援者の確保

教員との関係改善・教員からの支援獲得

支援希求能力の向上

友人等との関係構築・再構築

連絡の開通

自殺念慮の消退

自殺の連鎖の防止

危機に伴う周囲の安定化

情報や知識の獲得（本人）

情報や知識の獲得（家族や関係者）

その他

Sivertsen, Oksanen, Sjosten, Pentti, Virtanen, 

Kivimaki, & Vahtera, 2012), 特に睡眠の質の改

善は精神状態の安定のためにも重要である。コー

デイネーターの協力を得て環境調整等を行いなが

ら ， このような心身状態の改善• 安定を図ること

が可能な場合も多いがそうでない場合は薬物療

法などが必要になってくる。 しかし，学生の状態

によっては病院を受診すること自体ハードルが高
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く，なかなか行動に結びつかない場合もあれば

通院や服薬を継続することが困難な場合も多い。

そのような場合に，具体的な情報を提供したり，

時には共に受診したりなどすることで通院につな

げ，通院や服薬を継続することへの支援（「通院・

服薬の安定化」）を行うことで，結果的に心身状

態の改善• 安定化に寄与する場面も多いだろう。

このように，‘‘学生なんでも相談窓口”での大き

な成果の一つに『心身状態の改善・安定化』とい

う学生が問題解決に取り組むことができる状態作

りが含まれていることが明らかとなった。

『心理的成長および意欲•主体性の改善』 大学

生の位置する青年期はアイデンテイティの確立が

発達課題となり，とかく悩みの多い時期であると

いわれる。さらに，近年の労働市場環境や情報通

信技術の発展によるコミュニケーション方法・手

段の急激な変化といった社会文化的環境の変化

は，アイデンテイティの確立に対して従来以上

に困難さを増大させているとされている（原田，

2012)。一方で，主観的な苦しさを感じやすいが，

「主体的に悩めない」学生が多くなっていること

も指摘されている（高石， 2009)。そのため，「自

我機能全般の回復・向上」「意欲の回復」「自尊心

の向上」をもたらす支援が学生の心理的成長を助

け，悩む力を育む一助となっている可能性もあ

る。その結果として，「ネガティブ体験（トラウマ）

の克服」や「葛藤解決」といった問題解決や「コミュ

ニケーション能力の向上」につながっているとも

考えられる。学生支援において心理教育や成長支

援の重要性が指摘されているが（高石， 2009;広

沢， 2006), この他のカテゴリーで見いだされた

成果と相まって，“学生なんでも相談窓口”にお

いては特定の問題の解決のみではなく，学生本人

の心理的な成長にも貢献していることが明らかと

なった。

『進路の明確化』 大学における支援であるた

め，卒業を期に支援が終結する場合が多い。また，

困難を抱える大学生においては無事に「卒業」す

ることが最終的な H標の一つであることも多い。

さらに，大学 4年時には卒業研究の実施と並行し

て，就職活動を行う必要がある。しか し，内定が

もらえない， 自分のやりたいことがわからないな

ど，就職活動期には様々な困難に直面しやすく，

精神的健康を悪化させやすい（北見・茂木・森，

2009)。本学“何でも相談窓口”では， コーデイ

ネーター等の支援によって，進路に関する悩みを

抱えた学生が「将来の目標設定」を行ったり，就

職活動を継続し「内定」を得たり，「進学」した

り，別の進路に進むために退学を決めたり（「前

向きな退学」）など，先の人生を見つめ進んでい

くことを支えることに寄与していることが明らか

となった。一方で，卒業し，すぐに就職先を見つ

けることだけが，望ましい進路というわけではな

い。「退学」もまた次の進路に進むための決断の

一つと言えるだろう。内田 (2011) は，近年の大

学生の進路の多様化によって，休学・退学のどち

らにおいても「進路に関する理由」によるものが

増加しており，進路に関する悩みを抱える学生の

支援の必要性を指摘している。したがって，卒業

する場合も退学する場合も含めたこの『進路の明

確化』は，大学を出た後にも続く学生の将来形成

に寄与する重要な成果と考えられる。

『学内外の生活改善• 安定化』 不登校，引きこ

もり，欠席過多は相談内容としては最も多いもの

である。大学の相談機関であるため，学業が維持

できないことは問題として表れやすいと考えられ

る。それらを引き起こしている原因はさまざまで

あるが，「研究室の変更」なども含めたコーデイ

ネーター等からの具体的な支援と先述の『心身状

態の改善•安定化』の結果，「必要手続きの遂行・

理解」といった具体的な成果につながることが考

えられる。くわえて，スケジュール管理能力が向

上するなど「現実的な対処能力の改善・向上」が

得られ，「登校の維持や再登校」が可能となったり，

単位の取得や課題を行うことができるなどの「修

学課題状況の改善」といった成果に結びつくと考

えられる。一方で，相談者の状態によっては継続

して学業を続けていくことが困難な場合には，十

分な休養を得るために「休学」することが必要と

なる。実際，内田 (2009) による 2005年の調査
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によると，休学者の 23%がメンタルヘルスを理

由にした休学であることが示されている。加えて，

経済基盤の確保や住居の確保など，学生の「生活

基盤の改善」と合わせて，学生の公私にわたる生

活の安定を図る具体的な支援が行われ，成果を得

ていることが明らかとなった。

『関係改善・サポート強化』 このカテゴリーは

本学“学生なんでも相談窓口”の機能の一つと

して挙げられているチームサポート構築機能（齋

藤 2014) に関する成果である。支援が必要な状

態であったとしても他者への支援に対して否定的

に考えてしまい，他者へ支援を求める行動を取ら

ないことも多い（佐藤， 2013)。そのため，悩み

を抱える学生は周囲から孤立したり適切な支援を

得られないまま一人で苦しんでおり，連絡が取れ

ない場合も多い。このような場合には様々な手段

を駆使して何とか本人と連絡を取り（「連絡の開

通」），以後の支援が可能な状況を作ることが必要

となる。さらに，先に述べた『心身状態の改善・

安定化』によって生まれた精神的な余裕が自身や

周囲に対する否定的な捉え方を緩和し，「支援希

求能力の向上」や友人や家族，教員との関係構築

（「家族との関係改善」「教員との関係改善」「友人

等との関係構築・再構築」）を目指 したコーデイ

ネーターの具体的な支援が加わることによって，

相談者本人のサポートを得るための準備性が高め

られると考えられる。その一方で，家族や教職員

といった周囲のサポート資源に対しても働きかけ

をし，相談者との関係を調整することによって，

実際に周囲からの支援が得られる環境を構築して

いた（「家族からの支援獲得」「教員からの支援の

獲得」）。さらには，在学中のみではなく卒業後に

も支援が必要となる場合には卒業後にも利用可能

な「支援者の確保」も行われるなど，将来をも見

据えた支援の成果が得られていた。これは，齋藤

(2014) が挙げた本学“学生なんでも相談窓口”

の機能のうちの一つであるメタサポート機能の成

果と言える。つまり，『関係改善・サポート強化』

は周囲からのサポートがない状態で更なる困難に

陥っている相談者に対して，本人や周囲の双方に

働きかけることによって本人に対する直接の支援

が提供される環境を整えることである。このよう

に，被支援者と支援者の双方に働きかけを行うこ

とで，確実な周囲の支援者との 『関係改善・サポー

ト強化』が可能となっていると考えられた。何で

も相談窓口は相談者を取り巻く複数の支援者間の

連携と協働を可能とすることが重要な役割の一つ

とされているが（早川他， 2011; 宮野， 2007;文

部省， 2000), 支援者間の連携協働だけではなく，

相談者と支援者の連携協働を確立することも効果

的な支援には必要であると思われる。

『危機状態の脱却』 大学生において自殺が死因

の中で最も割合が高い状態が続いているという調

査結果もあり（内田， 2011), 大学における自殺

の予防及び事後対策は非常に重要である（佐藤，

2010)。本学の“学生なんでも相談窓口"は自殺

防止対策の一環として設立された経緯もあり，危

機状態とは自殺に関連した危機状態を指す。相談

者本人の自殺念慮の高まりという危機状態から脱

するための自殺の 2次予防はもちろん（「自殺念

慮の消退」），不幸にも自殺が起こってしまった場

合の事後対策にあたる 3次予防も行われていた。

3次予防では， 自殺が周囲に広まり連鎖すること

を防ぐため，既遂者の発見者や周囲の関係者家族

へのグリーフ・ケアが行われていた（「自殺の連

鎖の防止」）。さらに関係する教職員や他の専門

機関と密に連携をとりながら周囲の学生に対して

伝える内容や範囲を検討するなどの対策を行い，

周囲に与える影響を最小限にすべく支援が行われ

（「危機に伴う周囲の安定化」），成果を得ているこ

とが明らかとなった。

これらの成果は個別に達成されるものではな

く，様々な成果が相互に影響し合い，連鎖しつつ

得られていると考えられた。そのため， これらの

成果カテゴリーを活用することで，大学生が抱え

る問題が大学組織の資源を活用した結果， どのよ

うな成果を出しながら，学生の問題解決や成長が

達成されていくのかといった支援のプロセスを把

握することも可能となると考えられる。加えて，

主訴や学部などの事例の特性と成果との関連を検
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討することも可能となり，大学生の抱える問題の

更なる理解にも貢献しうると考えられた。

成果カテゴリーを用いた評価

本研究では，本学“学生なんでも相談窓口”に

おける実際の事例において得られた成果を収集・

分析し，相談支援活動を評価するための成果カテ

ゴリーを作成した。これらのカテゴリーを用いる

ことによ って，相談内容別の相談件数だけではわ

かりにくかった相談支援活動の成果をある程度把

握することが可能となるだろう 。相談件数のみで

は，相談支援活動が具体的にどのような成果を上

げているのかがわかりにくかったがこの成果カ

テゴリーを用いて相談支援活動を評価，報告して

いくことで，相談機関の存在意義を広 く伝えるた

めのよりわかりやす く説得力のあるアピールとな

ると考えられた。さらに，相談支援活動を評価す

ることは支援者が自身の支援活動を振り返り自己

点検を行う機会となり、成果カテゴリーはその際

の視点を提供することができると考えられる。そ

れによ って，相談支援活動の質の向上にも貢献し

うると考えられた。

本研究の限界と今後の展望

本研究にはいくつかの限界がある。第一に，本

研究では成果が得られた事例のみを検討している

点である。当然、成果が得られた成功事例のみで

はな く成果が得られなかった失敗事例も存在する

だろう 。現状を把握し，改善点を明らかにして最

善の相談活動を目指すためには，うまくいかな

かった要因を検討することが重要であると考えら

れる。そのため，今後は失敗事例についても分析

することが必要であると考えられる。次に，般化

可能性に関する限界である。本調査では 2013年

度に終結した事例のみを対象としており，その年

度の影響を受けたカテゴリーになっている可能性

もあり，他の年度においても成果の評価に必要十

分なカテゴリーとなっているとは言えないだろ

う。そのため，今後はその他のバリエーション

を把握するために小カテゴリー「その他（具体

的な内容の自由記述）」を加え，その内容を分析

し，カデゴリーの再検討を継続していくことが必

要であると考えられる。それによって．本調査で

はつかみきれなかった相談支援活動における成果

を把握し， より現状に即したまたは時代に即した

成果カテゴリーを作成することが可能となるだろ

う。さらに，これらのカテゴリーは本学における

事例のみを対象としているため，他の大学におい

ても十分に機能するカテゴリーではないだろう 。

しかし，これらのカテゴリーを基に各大学の実情

に沿ったカテゴリーを作成していくことは可能で

あり，その点でこれらのカテゴリーを有効に活用

することは可能であると考えられる。最後は，妥

当性に関する限界である。本研究で扱った成果は

支援者側からの評価のみである。今後は，設築

(20ll)も指摘しているように支援者側のみでは

なく，利用者に対して窓口を利用した感想を聞 く

などして，利用者側からの評価もまた必要である。

支援者・被支援者の双方からの評価を得ることで，

より評価の妥当性を高めることが可能となるだろ

っ。
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情報通信技術を用いた親密なパートナーからの暴力尺度作成
および性差の検討

富山大学保健管理センター 竹澤みどり

岡山大学学生総合支援センター 松井めぐみ

Development of Intimate Partner Violence using Information Communication Technology 

Scale and Examination of Gender Differences 
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キーワード：交際相手からの暴力，情報通信技術，尺度作成，性差

Key words : intimate partner violence, information communication technology, gender differences 

要旨

インターネ ットや携帯電話をはじめとする情報通信技術 (ICT)の浸透によって， ICTを用いた親密な

パートナーからの暴力 (IPV)が増えていることが指摘されている。本研究では， ICTを用いた IPVの被

害経験を測定する尺度の作成およびその性差を検討することを目的とした。現在交際相手がいる男女を対

象にインターネット調査を実施し， 885名から回答を得た。分析の結果，『嫌がらせ』『執拗なメッセージ

送信』『監視』の 3つの下位尺度から成る尺度が作成され，その信頼性が確認された。性差については，

概ね自分が男性で交際相手も男性の場合に被害経験が高いことが明らかとなった。

問題と目的

これまでカップル間の暴力は，配偶者間で起こ

る暴力を扱った研究が主流であったが，近年では

それに加え婚姻関係にないカップル間で起こる暴

力に関する研究もさかんに行われている。親密な

関係にあるパートナーからの暴力は，対象との関

係性に応じて，研究者によってさまざまな名称で

呼ばれている。特に，配偶者間で起こる暴力は

Domestic Violenceと呼ばれ，交際相手との間で

起こる暴力は DatingViolenceと呼ばれることが

多い。DatingViolenceは日本においては，デー

トDVと呼ばれることが多い。一方，婚姻関係の

あるなしにかかわらず親密なパートナーとの間に

起こる暴力として，包括的に IntimatePartner 

Violence (IPV) と呼ばれることが増え，定着し

つつあることから，本研究でも IPVという用語

を用いる。IPVは，身体的暴力による身体への物

理的な被害だけではなく，うつ病や PTSDといっ

た精神疾患をもたらすなど精神面への影響も大き

く (Basile,Arias, Desai, & Thompson, 2004; 加

茂・氏家・大塚， 2004;Pico-Alfonso, 2005), 予防・

啓発活動の実施や早期介入が重要であると考えら

れる。内閣府 (2015)の調究によると，これまで

に交際相手がいた（または現在いる）人のうち，‘‘身

体的暴行”が「10~ 20歳代にあった」と回答し

た人が 6.0%,「30歳以上にあった」と回答した

人が 1.5%であった。“心理的攻撃”は「10~ 20 

歳代にあった」と回答した人が 8.2%, 「30歳以

上にあった」と回答した人が 1.8%,"経済的圧迫＂

は「10~20歳代にあった」と回答した人が 2.3%,
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「30歳以上にあった」と回答した人が 0.9%, "性

的強要”は 「10~ 20歳代にあった」と回答した

人が 3.8%,「30歳以上にあった」と回答した人

が0.4%であり，若年層に被害経験者が多いこと

がうかがえる。

一方で，近年のICT( Information Communi・ 

cation Technology)の進歩は目覚ましく， 日本

においても若者を中心に急速に普及している。こ

のようなICTの発展と普及によって， IPVにICT

が用いられることも多くなっている。Melander

(2010) は， このような新しい形態の暴力にはこ

れまで研究されてきた対面での暴力と同じ側面も

あるが異なる特徴を持つ側面も存在するため，

このような新しい形態の暴力をも考慮に入れた調

査が必要であると指摘している。しかし， ICT 

を用いたIPVに焦点を当てた研究は未だ少ない。

海外においても近年研究が行われ始めたばかり

であり， 日本においてはほとんど研究が行われ

ていないのが現状である。竹澤• 松井 (2016)

は，海外での先行研究 (Zweig,Dank, Yahner, 

& Lachman, 2013; Bennett, Guran, Ramos, & 

Margolin, 2011; Burke, Wallen, Vail-Smith, & 

Knox, 20ll; Helsper & Whitty, 2010など）を基

に，これまでに交際相手がいた人を対象に， 日本

におけるICTを用いたIPVの実態とその特徴を検

討している。その結果，概ね海外で指摘されてい

るICTを用いたIPV行為が日本においても行われ

ていることを示した。さらに，各行為が日本では

具体的にどのように行われているかについても自

由記述調査によって明らかにしている。本研究で

は，竹澤•松井 (2016) の自由記述調査及び先

行研究 (Zweiget al., 2013; Bennett et al., 20ll; 

Burke et al., 2011; Helsper & Whitty, 2010) を

基に，ICTを用いたIPV被害を測定する尺度を作

成することを第一の目的とした。そしてICTが若

者を中心に広がっていることや，早期介入が重要

であるという点などから，本研究においては婚姻

に至る前の交際関係におけるICTを用いたIPVに

焦点を当てることとする。

また，交際相手からの暴力において，国内の研

究では精神的暴力や身体的暴力の加害経験及び被

害経験において一貰した性差は得られておらず

（赤澤， 2016), どちらかの性が一方的に被害者，

加害者であるとは言えないことが指摘されている

（西岡・小牧， 2009)。一貫した結果が得られてい

ない原因の一つとして，赤澤 (2016) は国内の多

くの研究で，異性愛者か同性愛者かについて尋ね

られていないにもかかわらず，異性愛という前提

で性差が検討されていることの問題を指摘してい

る。海外では同性のカップルなど性的マイノリ

ティに焦点を当てて IPVを検討している研究が

数多く存在する。 Martin-Storey(2015) は先行

研究から，大学生を対象とした調査においては，

多くの場合異性愛の学生よりも性的マイノリティ

の学生において，カップル間における暴力の経験

頻度が高いことを示している。さらに，青年期の

男女を対象とした調査においても同様の結果を示

している。また，成人を対象とした研究において

も，異性愛のカ ップルよりも性的マイノリティの

カップルにおいてIPVが起こりやすいことが示

されている (Messinger,2011)。IPVの発生に関

わる要因ば性的マイノリティのカップルでも異性

愛のカップルにおいても多くの点で類似している

が，性的マイノリティのカップルに特有の要因に

ついても考慮することが重要であると指摘されて

いる (Balsam& Szymanski, 2005)。その一つが，

マイノリティ・ストレスである。Meyer(2003) 

は，偏見や侮辱などによるストレスが高まり，そ

の結果として彼らの精神的健康を害することにつ

ながったり，問題行動の生起につながりうること

を指摘している。IPV研究においては，マイノ

リティ・ストレスの高さは IPVの被害と加害の

どちらとも関連することが示されている (Balsam

& Szymanski, 2005)。 しかし，国内の IPV研究

において同性のカ ップルを考慮した研究はほとん

ど行われておらず， 日本における実態は明らかに

されていない。そこで， 自身の性別と交際相手の

性別によって ICTを用いた IPV被害の経験が異

なるのかを検討することを第二の目的とした。
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方法

調査対象者と手続き

本研究では，携帯やスマートフォン，インター

ネット上の SNSなどを用いた行為に関する調査

である点をふまえて，インターネット調査を実施

した。インターネット調査会社の保有するモニ

ターから，現在交際相手がいる 15歳から 29歳の

結婚していない男女を対象にインターネット調査

を実施し， 885名（自分が男性・恋人が男性 43名，

自分が男性・恋人が女性360名， 自分が女性・恋

人が男性 460人， 自分が女性・ 恋人が女性 22名）

から回答を得た。平均年齢は 24.9歳 (SD=3.28)

であった。また，現在の交際相手との平均交際期

間は 24.9ヵ月 (SD=27.56)であった。

調査内容

自身と交際相手の性別，現在の交際相手との交

際期間年齢に加え，以下の尺度について回答を

求めた。

ICTを用いた IPV被害尺度（以下「I・IPV被

害尺度」）：竹澤•松井 (2016) では先行研究 (Zweig

et al., 2013; Bennett et al., 2011; Burke et al., 

2011; Helsper & Whitty, 2010)から， ICTを用

いた IPV行為には大きく分けて，以下の 6種の

行為が存在することを示した： (a)携帯やパソ

コン，インターネット上のサイト等を利用して，

交際相手の言動を監視する‘‘言動監視,,, (b)メー

ルなどのテキストメッセージを執拗にたくさん

送る“執拗なメッセージ送信", (c)交際相手を

怖がらせたり，侮辱したり傷つけたりするよう

な内容を，インターネット上の掲示板等に書き

込んだりメール等のテキストメッセージで送信

する‘脅迫・侮辱,,, (d)交際相手になりすまして，

交際相手のメールや ID等を勝手に用いて，困

らせるようなことをする“なりすまし", (e)イ

ンターネット等を利用して交際相手の情報を探

し出し，それを用いて相手を傷つけたり攻撃し

たりする“私的清報等による攻撃"'(f)インター

ネット上に交際相手が嫌がるような情報や写真

をアップするなどの“私的情報の掲載”。さらに，

これらの行為について日本において具体的にど

のように行われているのかを自由記述によって

検討している。本研究では，上記の先行研究

(Zweig et al., 2013; Bennett et al., 2011; Burke 

et al., 2011; Helsper & Whitty, 2010)および竹

澤•松井 (2016) で行った自由記述調査の内容

を参考に，「言動監視」 (12項目）．「執拗なメッセー

ジ送信」 (7項目），「誹謗中傷」 (6項目），「脅迫」

(9項目），「プライベートの暴露」 (6項目），「な

りすまし」 (7項目）の 6種の行為を測定する予

備尺度をそれぞれ作成した。「言動監視」「執拗

なメッセージ送信」は上記の先行研究に加えて，

竹澤•松井 (2016) の 6 種の行為のうちの“言

動監視", .. 執拗なメッセージ送信＂の自由記述

の内容を基にそれぞれ項目案を作成した。「誹謗

中傷」は先行研究に加えて， 6種の行為（竹澤・

松井， 2016) の“脅迫・侮辱”や“私的情報等

による攻撃＂の自由記述の内容のうちの相手を

非難したり傷つけるような行為，同様に「脅迫」

は相手を脅すような行為を基に項目案を作成し

た。「プライベートの暴露」「なりすまし」は竹澤・

松井 (2016) での "6種の行為以外の行為”に

関する自由記述の内容や先行研究を基に項目案

を作成した。「プライベートの暴露」にあたる行

為は，竹澤•松井 (2016) では“私的情報の掲載”

と命名していたが，本研究ではより広く相手の

プライベートな情報や写真をインターネット上

に曝す行為として名称を変更した。6種の行為（竹

澤•松井， 2016) のうちの“私的情報等による

攻撃”は「プライベートの暴露」や「誹謗中傷」

にも含まれる行為と考えられたため，本調査で

は他の行為に吸収されている。現在の交際相手

からの被害経験について 5件法（「一度もない」

「1-2回」「3-5回」「6-10回」「11回以上」）で回

答を求めた。

倫理的配慮

回答は統計的に処理され個人が特定されること

はないこと，研究目的以外に利用することはない

こと，調査への協力は自由意志に基づくもので回

答しなくても不利益をこうむることがないことを

トップページに記載した。
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調査時期

2014年 1月 10日から 15日であった。

結果

HPV被害尺度について，主因子法プロマック

ス回転による探索的因子分析を行った。いずれの

囚子にも負荷量の低い (.40未満） 1項目を削除

して再度因子分析を実施し，解釈可能性から 3因

子を抽出した(Tablel)。第 1因子は「誹謗中傷」「脅

迫」「プライベートの暴露」「なりすまし」の全て

Table1 1-IPV被害尺度の探索的因子分析結果（主因子法プロマックス回転）

F1 嫌がらせ(IX=.99) 30項目

プライベートの暴露 あなたを辱めるようなあなたの写真を勝手にインターネット上にアップされた

なりすまし あなたのIDを使ってログインして、ネット上の知人にあなたのプライベートを勝手に伝えられた

なりすまし

脅迫

なりすまし

プライベートの暴露

なりすまし

プライベートの暴露

プライベートの暴露

脅迫

脅迫

なりすまし

誹謗中傷

脅迫

なりすまし

プライベートの暴露

誹謗中傷

脅迫

プライベートの暴露

脅迫

なりすまし

脅迫

脅迫

脅迫

誹謗中傷

誹謗中傷

言動監視

誹謗中傷

誹謗中傷

勝手にあなたになりすまし、他の人にメールやメッセージを送られた

あなたに暴力をふるうことをほのめかす電話が携帯にかかってきた

他人になりすまして、あなたを脅迫する内容のメッセージを送られた

あなたを辱めるようなあなたの写真を勝手にほかの人にメールで送られた

勝手にあなたになりすまし、あなたの知人とインターネット上でやり取りされた

あなたとのメールやLINE等でのやり取りを勝手にネット上にアップされた

あなたに関する嘘の情報を勝手にインターネット上に流布された

あなたの知人を傷つけることをほのめかす電話が携帯にかかってきた

インターネット上であなたを脅すような内容の書き込みをされた

あなたのインターネット上のプロフィールを勝手に変更された

あなたが嫌がるような、あなたに関する嘘の情報を記載したメッセージをあなたの知人に送られた

あなたに暴力をふるうことをほのめかすメッセージを送られた

あなたのIDやパスワードを詞べ、勝手にログインしてあなたのメールをチェックされた

あなたとのプライベートについて勝手にインターネット上に書き込まれた

あなたが嫌がるような、あなたに関するウソの情報をインターネット上に書き込まれた

あなたに卑猥な写真を送るよう強要するメールを送られた

あなた（と恋人）との会話の内容を勝手にインターネット上に書き込まれた

あなたの知人を傷つけることをほのめかすメッセージを送られた

他人になりすまして、インターネット上であなたと交流してあなたの言動をチェックされた

自傷・自殺をほのめかすメッセージを送られた

自傷・自殺をほのめかす電話が携帯にかかってきた

あなたを脅すような内容のメッセージを送られた

あなたを誹謗中傷するような内容のメッセージをあなたの友人に送られた

インターネット上であなたを誹謗中傷するような書き込みをされた

GPSを用いてあなたの行動を監視された

あなたを誹謗中傷するような電話がかかってきた

あなたを誹謗中傷するような内容のメッセージを送られた

言動監視 あなたのインターネット上の行動に付きまとわれた

F2 執拗なメッセージ送信(a=.96) 7項目

執拗なメッセージ送信 会うことを要求する電話が執拗にかかってきた

執拗なメッセージ送信 「（あなたが）今、誰と一緒にいるのか」と執拗に携帯に電話がかかってきた

執拗なメッセージ送信 返信を要求するメッセージを執拗に送られた

執拗なメッセージ送信 会うことを要求するメッセージを執拗に送られた

執拗なメッセージ送信 「（あなたが）今、誰と一緒にいるのか」を問うメッセージを執拗に送られた

執拗なメッセージ送信 「（あなたが）今、どこで、何をしているのか」と執拗に携帯に電話がかかってきた

執拗なメッセージ送信 「（あなたが）今、どこで、何をしているのか」を問うメッセージを執拗に送られた

F3 監視(a=.93) 9項目

言動監視 インターネット上の書き込み内容を逐ーチェックされた

言動監視 あなたのインターネット上での交友関係をチェックされた

言動監視 インターネット上のあなたの友人の書き込みからあなたの言動をチェックされた

言動監視 インターネット上の交友関係に干渉された

言動監視 ログイン履歴や書き込み日時をチェックされた

言動監視 あなたの携帯メールを勝手に見られた

言動監視 インターネットを用いてあなたの名前を検索され、あなたの写真や情報をチェックされた

言動監視 あなたの携帯メールを見せるよう要求された

言動監視 あなたのパソコンのブラウザの履歴をチェックされた

因子間相関

F1 F2 F3 

99 00 -12 

98 -11 00 

.98 -12 01 

.97 -03 -06 

97 -08 -02 

.97 -03 -07 

.96 -09 02 

.96 -02 -08 

.92 03 -06 

.92 04 -02 

.91 02 -01 

.91 -05 01 

90 03 01 

89 00 00 

89 -17 15 

88 03 -04 

.87 03 -01 

85 00 03 

84 01 03 

.84 07 02 

.82 -07 13 

.73 26 -16 

,70 23 -07 

69 15 04 

.67 15 14 

62 21 12 

.54 02 36 

50 32 08 

.50 31 09 

46 15 37 

ff 
-03 -08 

-06 03 

11 -03 

-04 08 

-12 15 

-03 16 

00 03 

05 -05 

00 05 

00 -01 

01 14 

25 10 

06 26 

28 09 

Fl - 69 70 

F2 75 

FJ 

M SD 

1 14 57 

1 14 59 

114 60 

1 14 59 

1 15 61 

1 15 61 

1 15 61 

1 15 57 

1 15 62 

1 14 59 

1 15 59 

1 15 61 

1 15 59 

1 16 62 

1 14 60 

1 17 65 

1 15 59 

1 17 64 

1 17 63 

1 15 60 

1 16 61 

1 17 66 

1 19 69 

1 16 63 

1 15 58 

1 16 60 

1 17 63 

1 19 70 

1 18 64 

1 19 68 

1 28 83 

1 32 84 

1 30 83 

1 26 77 

1 27 77 

1 36 92 

1 31 86 

1 40 98 

1 28 77 

1 32 85 

1 31 80 

1 30 85 

1 32 81 

1 24 73 

1 30 81 

1 22 72 
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Table2 1-IPV被害尺度の性差

自分が男性 自分が女性 自分の性別 交際相手の性別

交際相手が男性交際相手が女性 交際相手が男性交際相手が女性 主効果 主効果
交互作用

n=43 n=360 n=460 

嫌がらせ 49 37 3518 33 06 

(2818) (1710) (13 26) 

執拗なメッセージ送信 1235 9.15 8 77 
(7 77) (526) (463) 

監視 14 77 11.88 11 36 

(816) (6 25) (5 32) 

df=l, 881 

と「言動監視」の一部の項目が含まれていた。概

ね，交際相手を困らせたり傷つけたりするような

行為が含まれており『嫌がらせ』因子と命名した。

第 2因子は「執拗なメッセージ送信」の全ての項

目が含まれており『執拗なメッセージ送信』と命

名した。第 3因子は「言動監視」項目のみが含ま

れており，『監視』と命名した。内的整合性の検

討のため，下位尺度ごとの a係数を算出したとこ

ろ .93-.99と高い値が得られた。

自身及び交際相手の性別によって被害経験に違

いがみられるかを検討するために， I-IPV被害尺

度のそれぞれの下位尺度を従属変数とした，自

身の性別 x交際相手の性別の 2要因分散分析を

行った (Table2)。その結果，『嫌がらせ』『執拗

なメッセージ送信』では自身の性別の主効果，交

際相手の性別の主効果，交互作用が有意であっ

た。交互作用に基づき単純主効果検定を行った結

果， 自分が男性の場合には交際相手が男性のほう

が尺度得点が高く (p<.001), 交際相手が男性の

場合には自身が男性のほうが尺度得点が高かっ

た (p<.001)。『監視』では， 自身の性別の主効果

が有意であり，男性のほうが女性よりも得点が高

かった。さ らに，交際相手の性別の主効果も有意

であり，交際相手が男性のほうが女性よりも得点

が低かった。

考察

本研究では， ICTを用いた IPVを測定するた

めの尺度を作成し， 自身および交際相手の性別に

よって被害経験に差が出るかを検討することを目

的とした。

n=22 
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男 性 ＞ 女 性 男性く女性

作成した尺度の因子構造を検討した結果，「誹

謗中傷」「脅迫」「プライベートの暴露」「なりす

まし」の項目が第一因子『嫌がらせ』にまとまった。

これらの行為は，相手に不利益または害を与える

ことを意図した行為であるといえる。一方で，第

二因子『執拗なメッセージ送信』，第三因子『監視』

も相手に不利益や害を与える行為ではあるが，行

為者の意図としては交際相手の行動を把握するこ

とを意図した行為と言えるだろう。各項目の平均

値をみると，最も高い項目でも 1.40であり，多

くの人がそのような被害を現在の交際相手から受

けていないことが明らかとなった。 3因子ごとに

各項目の平均値を見てみると『嫌がらせ』は 1.14

~ 1.19, 『執拗なメッセージ送信』は 1.26~ 1.36, 
『監視』は 1.22~ 1.40となっており，比較的『嫌

がらせ』よりも『執拗なメッセージ送信』や『監

視』の方が行われやすいことがうかがえた。交際

相手のことを知りたいと思うことは，恋人関係に

おいては比較的一般的な気持ちであるとも考えら

れる。そのため，『執拗なメッセージ送信』や『監

視』の方が頻繁に起こりやすいと推測された。本

研究では下位尺度ごとの a係数を算出し，各下位

尺度の信頼性は確認された。 しかし，妥当性につ

いては検討されていない。今後は，構成概念妥当

性等についても検討を行う必要があるだろう。

ICTを用いた IPV被害経験における自身の性

別および交際相手の性別による違いを検討した結

果すべての下位尺度において両者の性別による

違いが見られた。 3つすべての下位尺度において，

概ね自分が男性で交際相手も男性の場合に被害経

験が高いことが明らかとなった。先行研究におい
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て，性的マイノリティのカップルにおいて IPV

が発生しやすいことが指摘されているが， ICT

を用いた IPVに焦点を当てた本研究では男性同

士のカ ップル以外では大きな違いが見られなかっ

た。Buller,Devries, Howard, & Bacchus (2014) 

は近年の先行研究では，特に男性同士のカ ップル

において IPV被害経験が高いことを指摘してお

り，本研究の結果と一致している。男性のほうが

同性愛に対してポジティブなイメージを持たず，

心理的距離を取っており，特に男性は男性の同性

愛者に対して心理的距離を置きやすいため（和

田 1996), 男性の同性愛者の方がマイノリティ・

ストレスが大きい可能性が考えられる。マイノリ

ティ ・ス トレスの高さは IPVの加害傾向を高め

ることから (Balsam& Szymanski, 2005), 男性

同士のカッ プルにおいて， ICTを用いた IPVも

生起しやすいことが推測 された。 しかし，本研究

ではマイ ノリティ・ストレスについては測定して

いないこ と，マイノリテ ィ ・ストレ スとIPVと

の関連を指摘している先行研究はすべて海外にお

ける研究であることから，今後は H本におけ る

マイノ リティ・ストレスを考慮して IPVおよ び

ICTを用 いた IPV生起の違いを検討すること が

必要であろ う。ただし，本研究では『監視』にお

いては交互作用が見られず，恋人が女性の場合に

被害経験が高いことが示され，女性の方が男性に

比べて 『監視』行為を行いやすいことが明らかと

なった。

本研究のまとめと今後の課題

本研究では，近年急速に普及し，主要なコミュ

ニケーションツールとなっている ICTを用いた

IPVに焦点を当てて，その被害経験を測定する

尺度の作成およびその性差を検討した。その結果，

『嫌がらせ』『執拗なメッセージ送信』『監視』の

3つの下位尺度から成る尺度が作成され，その信

頼性が確認された。性差については，概ね自分が

男性で交際相手も男性の場合に被害経験が高いこ

とが明らかとなった。

次に，本研究の今後の課題について述べる。既

述している通り，作成した尺度の妥当性の検討お

よびIPV生起におけるマイノリティ・ストレス

の影響を検討することが課題である。加えて，本

研究でば性的マイノリティにも焦点を当てで性差

を検討した。 しかし，本研究では自身の性別と

交際相手の性別からのみ検討しており．性的ア

イデンテイティについては尋ねていない。そのた

め，性的マイノリティの一つであるバイセクシャ

ルについては検討できておらず，異性のカップル

の中にはヘテロセクシャルとバイセクシャルが混

在していることが考えられる。ゲイに比べてバイ

セクシャルのほうが IPV被害経験率が高いこと

を示す先行研究もあり (Messinger,2011), 性的

マイノリティに焦点を当てる場合にはバイセク

シャルにも焦点を当てることが重要である。さら

に，性的アイデ ンテ イティと行動 （性的パート

ナーが異性か同性か）は異なる場合もあることも

指摘されており (Young& Meyer, 2005; Baker, 

Buick, Kim, Moniz, & Nava, 2013; Finneran & 

Stephenson, 2013), 今後ば性的ア イデンテイティ

も含めた検討を行う必要がある だろう 。
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外来ロールプレイにおける疑似電子カルテの

教育効果評価に対する検討．第49回日本医

学教育学会大会； 2017 Aug 18-19 ; 札幌

15)木戸敏喜篠田晃一郎，川高正聖，杉下尚徳，

浅野諒子，津田玲奈，朴木博幸，多喜博文，

松井祥子，戸邊一之．筋サルコイドーシスと

皮膚筋炎のオーバーラップが疑われた一例．

第29回中部リウマチ学会； 2017 Sep 8-9 ; 金

沢．

16)松井祥子，篠田晃一郎，徳井宏太郎，岡澤成

祐，神原健太，猪又峰彦，山田徹，林龍二，

多喜博文，戸邊一之，柚木達也，牧野輝彦，

中島隆彦，井村穣二．類似した経過を呈した

IgG4関連疾患例．第26回日本シェーグレン

症候群学会学術集会； 2017 Sep 8-9 ; 東京．

17)勢藤善太，徳井宏太郎，平井孝弘，田中宏明，

下川一生，高千紘，岡澤成祐，神原健太，今

西信悟，山田徹，三輪敏郎，松井祥子，猪又

峰彦，戸邊一之，井村譲二，牛島龍一，林龍

二，南坂尚，中嶋隆彦，三輪重治，石井陽子，

笹原正清気道狭窄、心尖部心室瘤、多発肝

腫瘤を伴ったサルコイドーシスの 1例．第79

回呼吸器合同北陸地方会； 2017 Nov 11-12; 

富山．

18) 岡澤成祐，勢藤善太，平井孝弘，田中宏明，

下川一生，徳井宏太郎，高千紘，神原健太，

猪又峰彦，今西信悟，山田徹，三輪敏郎，戸

邊一之，林龍二，松井祥子．当科における気

管支喘息患者に対するメポリズマブの使用

経験第79回呼吸器合同北陸地方会； 2017 

Nov 11-12; 富山．

19)徳井宏太郎，勢藤善太，平井孝弘，田中宏明，

下川一生，高千紘，岡澤成祐，神原健太，今

西信悟，山田徹，三輪敏郎，松井祥子，猪又

峰彦，戸邊一之，林龍二．経過観察中に浸潤
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影が急速に出現し増悪した肺MAC症の2例．

第79回呼吸器合同北陸地方会； 2017 Nov 11-

12: 富山．

20)高倉一恵，岩田 実，野口寿美，松井祥子，山

本善裕．医薬系キャンパスにおけるインフル

エンザの発症とその対策第55回全国大学

保健管理研究集会； 2017 Nov 29-30: 那覇

【その他】

1) 松井祥子. IgG4関連疾患の呼吸器診断基準．

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業

「IgG4関連疾患並びに治療指針の確立を目

指した研究」平成28年度 総括・分担研究

報告書．

2) 松井祥子．呼吸器領域分科会報告．厚生労働

科学研究難治性疾患克服研究事業 「IgG4

関連疾患並びに治療指針の確立を目指した

研究」班（岡崎班）第1回合同班会議； 2017 

Aug 26: 京都．

3) 松井祥子．呼吸器領域分科会報告．厚生労働

科学研究難治性疾患克服研究事業 「IgG4

関連疾患並びに治療指針の確立を目指した

研究」班（岡崎班）第2回合同班会議； 2017 

Dec 15: 京都．

4) 川野充弘，松井祥子. CD, TAFRO, IgG-4, 

POEMSの病態整理と鑑別診断ーIgG4-RD-.

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業

領域別研究 「非癌、慢性炎症性リンパ節・

骨髄異常を示すキャッスルマン病、 TAFRO

症候群その類縁疾患の診断基準、重症度分類

の改正、診断・治療のガイドラインの策定に

関する調査研究」班（吉崎班）第2回研究班

会議； 2018 Jan 20; 大阪．

5) Matsui S, Yamamoto H, Randa T, 

Minamoto S, Waseda Y, Mishima M, 

Kubo K. Difference between IgG4-related 

respiratory disease and eosinophil related 

lung disease. 第10回IgG4研究会.2017 Mar 

17 ; 神戸

6) 松井祥子．季刊ほけかん No.67 2017 Mar. 

7) 松井祥子. IgG4関連疾患と呼吸器病変富

山呼吸器学術研究会； 2017 Apr 29; 富山

8) 早稲田優子，松井祥子. IgG4関連肺疾患モ

デルマウスの確立 —Lat Yl36f knock inマウ

スの肺病変の解析ー．第56回北陸呼吸器シン

ポジウム FIT s ; 2017 Sep 22; 金沢．

9) 松井祥子．タバコと健康．青少年健康づくり

支援事業早月中学校； 2017 Jul 11 ; 富山

10)松井祥子．タバコと健康．青少年健康づくり

支援事業東部中学校； 20170ct31; 富山．

11)松井祥子．タバコと健康．青少年健康づくり

支援事業西部中学校； 2018 Jan 16; 富山
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西村優紀美

【著書】

1) 西村優紀美 (2017)発達障害支援のトランジ

ション～大学における修学支援を中心に．小

児科診療 Vol.8No.7, 863-867. 

2) 西村優紀美 (2017)発達障害のある生徒に対

する大学体験プログラム「チャレンジ・カレッ

ジ」の試み. LD研究， 26-3,321-32.

【学会、研究会等における学術講演】

①日下部責史，西村優紀美，桶谷文哲：富山大学

における発達障害学生に対する社会参入支援の

実践と課題．全国障害学生支援連絡協議会第3

回大会ポスター発表. 2017.6.16. 京都．

②西村優紀美：障碍者差別解消法施行1年を振り

返って～高等教育機関における取り組み～ 発

達障害学生に対するキャリア教育とキャリア支

援第113回日本精神神経学会学術総会 シン

ポジウム 22話題提供. 2017.6.21. 愛知．

③西村優紀美：日本看護学教育学会第27回学術

集会教育講演「特別な配慮を必要とする学生へ

の合理的配慮」. 2017.8.18. 沖縄．

④西村優紀美：大学における障害学生支援．宇都

宮大学全学セミナー. 2017.9.29. 栃木．

⑤西村優紀美中山肇牧田広臣：発達障害学生

に対する安定的な就労を支える連携の在り方～

大学・就労支援事業所・企業との連携の場づく

り一般社団法人日本LD学会第26回大会自主

シンポジウム企画・話題提供. 2017.10.9. 栃木．

⑥西村優紀美：高等学校における特別支援教育 一

多様な支援実践から高校段階の支援を考える～

大学における障害学生支援の在り方．一般社団

法人日本LD学会第26回大会学会企画シンポジ

ウム話題提供. 2017.10.8. 栃木．

⑦西村優紀美：発達障害の人の社会参加ー大人に

なって幸せになるために～発達障害大学生に対

する社会参入支援：修学支援・就職支援．一般

社団法人日本LD学会第26回大会大会企画シ

ンポジウム話題提供. 2017.10.8. 栃木．

⑧日下部貴史，西村優紀美，桶谷文哲：発達障害

学生支援における学部教員との連携ー情報共有

と理解を深めるための円滑な連携のタイミング

ー． 一般社団法人日本LD学会第26回大会ポ

スター発表. 2017.10.9. 東京．

⑧西村優紀美：発達障害のある大学生の支援～修

学支援から就職後の支援まで～．第5回発達障

害支援研究会 2017.10.14.東京

⑨ YUKIMI NISHIMURA : Support for 

university students with developmental 

disorders・From university work support to 

post-graduation support. 国際自閉症カンファ

レンス 2017.2017.10.15. 東京．

⑩西村優紀美：平成29年度全国障害学生支援セ

ミナー 専門テーマ別セミナー【3】基調講演

I 発達障害学生へのキャリア支援～社会的自

立に向けた支援の在り方～．独立行政法人日本

学生支援機構，富山大学共同主催 平成28年

度全国障害学生セミナー専門テーマ別セミナー

基調講演. 2017.11.27. 東京．

⑪西村優紀美：障害学生支援について．長岡

技術科学大学平成29年度学生指導研究会．

2017.12.5. 新潟

⑫平成29年度全国障害学生支援セミナー 専門

テーマ別セミナー【4】講演初等中等教育機関

から高等教育機関への接続、連携について「発

達障害のある生徒、学生支援の連携と課題」．

2017.12.7. 東京

⑬西村優紀美：発達障害学生へのキャリア教育と

支援の在り方．福岡大学医学部看護学科FD研

修会. 2017.12.20. 福岡

【社会活動】

・全国高等教育障害学生支援連絡協議会 理事

•独立行政法人日本学生支援機構障害学生支援委

員会委員

• 石川県教育委員会 平成 29年度生徒指導• 発

達障害サポートチーム 委員
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竹澤みどり

【論文】

1)松井めぐみ・竹澤みどり・宇井美代子・寺島

瞳•宮前淳子 2017 親密な交際相手から

の心理的暴力被害経験と年齢層，職業，世帯

年収との関連 学園の臨床研究. 16. 21-27. 

【学会発表】

1) 竹澤みどり• 松井めぐみ 2017 交際相手か

らの暴力に対する許容度に被害経験が及ほす

影響ー情報通信技術を用いた交際相手への暴

カ一 日本健康心理学会第30回大会. PB08. 

2) 宮前淳子・竹澤みどり・宇井美代子・

寺島瞳•松井めぐみ 2017 包括的IPV

(Intimate partner violence)尺度の作成 (1)

一心理的暴力被害経験尺度の作成と性差の検

討一 日本健康心理学会第30回大会. PB06. 

3)松井めぐみ・寺島瞳・宇井美代子・竹澤みど

り• 宮前淳子 2017 包括的IPV(Intimate 

partner violence)尺度の作成(2)一身体的・

性的暴力被害経験尺度の作成と性差の検討一

日本健康心理学会第30回大会. PB07. 
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杉谷キャンパス

教 授（ 併） 山本 善裕 Yoshihiro Yamamoto 

准 教 授 岩田 実 Minoru Iwata 

看 き=雀 師 高倉 一恵 Kazue Takakura 

看 護 師 野口 寿美 Hitomi Noguchi 

臨床心理士（非常勤） 佐野 隆子 Takako Sano 

臨床心理士（非常勤） 小倉悠里子 Yuriko Ogura 

臨床心理士（非常勤） 柴野泰子 Yasuko Shibano 

【原著】 20, 名古屋．

1) 岩田 実 2型糖尿病患者におけるアデイ 4) 渡邊善之，上野麻子，北野香織，中嶋歩，角

ポネクチン三分画の検討．学園の臨床研究． 朝信，岡部圭介，瀧川章子，朴木久恵，藤

2017; 17: 9-13. 坂志帆，小清水由紀子，石木学，岩田実，薄

井勲，戸邊一之．当院における持続血糖測定

【学会報告】 (CGM)による平均血糖・血糖変動と各指標

1) 岩田実，加村裕，朴木久恵，小清水由紀子， との関連．第60回日本糖尿病学会年次学術集

渡辺善之，中嶋歩，北野香織，上野麻子，岡 会， 2017,5, 18-20, 名古屋

部圭介，角朝信，瀧川章子，岡澤光代，藤 5) 中嶋歩，角朝信，上野麻子，北野かおり，渡

坂志帆，石木学，福田一仁，薄井勲，戸邊 辺義之，岡部圭介，瀧川章子，朴木久恵，藤

一之.2型糖尿病における血中アミロイド 坂志帆，小清水由紀子，石木学，岩田実，薄

A(SAA)の検討．第60回日本糖尿病学会年次 井勲，戸邊一之．入院下での強化インスリン

学術集会， 2017,5, 18-20, 名古屋． 療法1年後の治療を予測するために有用なイ

2) 北野香織，岩田実，加村祐，上野麻子，中嶋 ンスリン分泌指標についての検討．第60回日

歩，渡邊善之，朴木久恵，岡部圭介，角朝 本糖尿病学会年次学術集会， 2017,5, 18-20, 

信，岡澤光代，瀧川章子，藤坂志帆，小清水 名古屋．

由紀子，福田一仁，石木学，薄井勲，戸邊一 6) 朴木久恵，薄井勲，上野麻子，北野香織，渡

之，前田士郎．糖尿病家族歴は2型糖尿病に 邊善之，中嶋歩，角朝信，岡部圭介，瀧川

おいてインスリン分泌能低下と関連する．第 章子，藤坂志帆，小清水由紀子，石木学，岩

60回日本糖尿病学会年次学術集会， 2017,5, 田実，戸邊一之．血糖コントロール目的に

18-20, 名古屋． 入院した2型糖尿病患者の退院6ヵ月後の

3) 上野麻子，角朝信，朴木久恵，小清水由紀 HbAlcと入院中のCPI(Cペプチド／血糖 x

子，北野香織，中嶋歩，渡邊善之，岡部圭 100)等の検討．第60回日本糖尿病学会年次学

介，滝川章子，藤坂志帆，石木学，岩田実， 術集会， 2017,5, 18-20, 名古屋．

和田努，薄井勲，笹岡利安，戸邊一之渡邊 7) 薄井勲，小清水由紀子，朴木久恵，藤坂志

善之，角朝信，岡部圭介，瀧川章子，朴木久 帆，瀧川章子，岡部圭介，角朝信，岩田実，

恵，藤坂志帆，小清水由紀子，加村裕，岩田 石木学，安井真希，鍋山昭子，坂本純子，角

実，石木学，戸邊ー．外来での随時CPIとイ 田美鈴，荒俣文恵，今井あゆみ，高邑小百

ンスリン治療の必要性の予測の検討．第60回 合，辻岡和孝，中川肇，戸邊一之．既成品の

日本糖尿病学会年次学術集会， 2017,5, 18- データ解析ソフトを利用した電子カルテヘ
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のSMBGデータの簡易取り込みシステムの

構築．第60回日本糖尿病学会年次学術集会，

2017, 5, 18-20, 名古屋

8) 朴木久恵，小清水由紀子， 上野麻子，北野

香織，渡邊善之，瀧川章子，藤坂志帆，石木

学，岩田実，薄井勲，城宝秀司，戸邊一之．

エポプロステノ ールによる甲状腺機能充進症

を発症したと考えられる特発性肺動脈性肺高

血圧症の 1例．第90回日本内分泌学会学術総

会， 2017,4, 20-22, 京都

9) 小清水由紀子，朴木久恵，北野香織，上野

麻子，渡邊善之，中嶋歩，瀧川章子，岡部圭

介，角朝信，藤坂志帆，石木学，岩田実，薄

井勲，戸邊一之．治療経過中に慢性骨髄性白

血病を発症したバセドウ病の一例．第90回日

本内分泌学会学術総会， 2017,4, 20-22, 京都．

10)角朝信，中嶋歩，上野麻子，渡邊善之，岡

部圭介，瀧川章子，朴木久恵，藤坂志帆，岩田

実， 薄井勲，戸邊一之．高用量の高甲状

腺薬で甲状腺機能コントロール不良であり甲

状腺全摘術を施行したバセドウ病合併妊娠の

一例．第17回日本内分泌学会北陸支部学術集

会， 2017,11, 3, 福井

11)朴木久恵，岩田実，上野麻子，中嶋歩，藤

坂志帆，石木学，薄井勲，小野田寛，小

池勤，城宝秀司，絹川弘一郎，齋藤滋，柳

沢秀一郎，林篤志，戸邊一之．糖尿病性心

筋症による心不全が疑われた若年発症2型糖

尿病の一例．第27回臨床内分泌代謝Update,

2017, 11, 24-25, 神戸．

12)岩田実，朴木久恵，中嶋歩，上野麻子，北

野香織，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤

坂志帆，渡辺善之，石木学，薄井勲，戸邊

一之．サブクリ ニカルクッシング症候群術後
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